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所在地
奈良県北葛城郡河合町高塚台 1-8-1

交　通
JR大和路線 王寺駅 バス約12分　下車150ｍ

WAC施設
疾病予防運動センター／付設診療所（19床）
高齢者総合福祉センター／在宅介護サービスセンター
有料老人ホーム

併設施設
介護老人保健施設／訪問看護ステーション／ケアプランセンター 

敷地面積
37,231m2（11,263坪）

延床面積
45,107m2（13,645坪）

建物構成
鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造　地上5階、地下1階

居住施設
【一般居室】浴室、洋式トイレ、キッチンユニット、緊急通話・通報装置
暖房設備、防災設備、給水給湯設備、生活リズムセンサー、在室管理
システム、その他

共用施設
一時介護室、デイケアルーム、大食堂、喫茶ラウンジ、大浴場
大ホール、音楽室、AVシアター、集会室、アトリエ、デイサロン万葉
プレイルーム、ゲストルーム、トランクルーム、多目的室
図書コーナー、応接室、駐車場、プライベートダイニング
ゲートボール場　など

共用設備
冷暖房設備、放送設備、CATV設備、エレベーター（14基）
電話設備（ダイヤルイン方式）、防災設備、その他

住戸専用面積
一般居室【全11タイプ】
32.78m2（39戸）～70.11m2（17戸）
介護居室【全6タイプ】
23.72m2（8戸）～42.86m2（3戸）

総戸数
412戸（うち介護居室50戸）

設計・監理
株式会社LAU公共施設研究所

施　工
村本建設株式会社

竣　工
1992（平成4）年3月3日

開　園
1992（平成4）年4月1日

奈良ニッセイエデンの園　外観

一般居室

介護居室

大食堂

喫茶ラウンジ 大ホール

大浴場 アトリエ

集会室 奈良ベテルホーム ウェルネスクラブ　ニッセイ・アーク西大和

ニッセイ聖隷クリニック

奈良ニッセイエデンの園　全景

Nara Nissay Eden-no-SonoNara Nissay Eden-no-SonoNara Nissay Eden-no-SonoNara Nissay Eden-no-SonoNara Nissay Eden-no-SonoNara Nissay Eden-no-Sono

ウェル・エイジング・プラザ
奈良ニッセイエデンの園
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所在地
千葉県松戸市高塚新田 123-1　
交　通
JR常磐線 松戸駅 バス約35分　下車50ｍ
JR武蔵野線 市川大野駅　900ｍ
JR総武線 本八幡駅 または
京成線 京成八幡駅 バス約18分　下車200ｍ
WAC施設
疾病予防運動センター／付設診療所（19床）
高齢者総合福祉センター／在宅介護サービスセンター
有料老人ホーム
敷地面積
19,561m2（5,917坪）
延床面積
34,874m2（10,550坪）
建物構成
本館 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
3棟―1号館（10階） 2号館（11階、地下1階） 3号館（12階）
別館 ： 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造
（2階、地下1階）
居住施設
【一般居室】浴室、洋式トイレ、キッチンユニット、緊急通話・通報装置
暖房設備、防災設備、給水給湯設備、生活リズムセンサー、在室管理
システム、その他
共用施設
一時介護室、デイケアルーム、大食堂、喫茶ラウンジ、大浴場
大ホール、小ホール、AVシアター、集会室、工芸室、アトリエ、和室
プレイルーム、ゲストルーム、トランクルーム、多目的ルーム、図書室
駐車場　など　
共用設備
冷暖房設備、放送設備、CATV設備、エレベーター（9基）
電話設備（ダイヤルイン方式）、防災設備、その他
住戸専用面積
一般居室【全19タイプ】
42.84m2（22戸）～70.12m2（27戸）
介護居室【全3タイプ】
28.93m2（25戸）～30.60m2（6戸）
総戸数
352戸（うち介護居室37戸）
設計・監理
株式会社LAU公共施設研究所
施　工
株式会社大林組
竣　工
1997（平成9）年2月7日
開　園
1997（平成9）年3月1日

松戸ニッセイエデンの園　外観

一般居室

介護居室

大食堂

松戸ニッセイエデンの園　全景

喫茶ラウンジ

アトリエ大浴場

介助浴室

大ホール

リハビリルーム ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸

松戸ニッセイ聖隷クリニック

Matsudo Nissay Eden-no-SonoMatsudo Nissay Eden-no-SonoMatsudo Nissay Eden-no-SonoMatsudo Nissay Eden-no-SonoMatsudo Nissay Eden-no-Sono

ウェル・エイジング・プラザ
松戸ニッセイエデンの園
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財団法人ニッセイ聖隷健康
福祉財団設立

（7月）

東京事務所を開設
（4月）

松戸ニッセイエデンの園着工に
向けて事務所を東京都文京区湯
島2丁目に開設。その後、千葉県
のJR本八幡駅前（2004年3
月）、松戸ニッセイエデンの園へ
移転後、東京事務所名を改め、松
戸募集広報室（2008年4月）と
して現在に至る。

奈良ニッセイエデンの園
5周年行事「音楽と講演の集い」

（11月）

3部構成による集いを隣接するまほ
ろばホールにて開催
第1部：地域で活躍する地元のコー
ラスやアンサンブル、児童合唱団
第2部：千葉大学名誉教授多湖輝氏
による記念講演
第3部：北村英治カルテットによる
ジャズコンサート

松戸ニッセイエデンの園
10周年行事

（10月）

開園10周年記念行事のひ
とつとして吉川朝子カル
テットコンサート（ヴァイ
オリン、チェロ、クラリネッ
ト、ピアノ）を開催

奈良ニッセイエデンの園
10周年行事（9月）

「開園10周年講演と音楽の
集い」をまほろばホールにて
開催
第1部：作家藤本義一氏の講
演会「人間を考える」
第2部：SAKAMOTOファミ
リーコンソートの古楽器によ
るアンサンブル

松戸ニッセイエデンの園
5周年行事
作家村松友視氏の講演会「老
いを考える」（10月）と音楽と
歌  クラシックコンサート（11
月）を開催

ウェル・エイジング・プラザ
奈良ニッセイエデンの園 開園

（4月）

厚生省が推進する「ふるさと21健康
長寿のまちづくり事業（通称：WAC事
業）」の全国初の民間WAC事業認定
施設として開園

ウェル・エイジング・プラザ
松戸ニッセイエデンの園 開園

（3月）

首都圏では初めて、全国では2番目の
民間WAC事業認定施設として開園

介護保険制度開始に伴い
介護保険事業スタート

（4月）

〔指定事業の取得〕
特定施設入居者生活介護
訪問介護、福祉用具貸与
特定福祉用具販売、訪問看護
介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハビリテーション
通所介護（※）、居宅介護支援
※2008年3月閉鎖

2018年10月訪問リハビリテーション取得
松戸ニッセイエデンの園
20周年記念行事

（3月）

柏原奈穂氏（ソプラノ）・竹内雅挙氏
（バリトン）＆コール・エデン ジョイント
コンサート、真打三代目雷門小助六の
落語会や観世流女流能楽師宮内美樹
氏の「高砂」公演に続き、イギリスを代
表するオーケストラのシティ・オブ・ロ
ンドン・シンフォニアによる演奏会な
ど、多岐にわたるプログラムを上演

松戸ニッセイエデンの園
開園20周年記念誌発行

（9月）

財団設立10周年記念誌
発行（11月）

奈良ニッセイエデンの園
20周年記念行事（5月）

「講演と音楽の集い」をまほろばホー
ルにて開催
第1部：落語家桂米團治氏の講演会

「いつも心にやりがいを～人生まだま
だこれから☆～」
第2部：奈良フィルハーモニー管弦楽
団より弦楽四重奏、町立河合第三小
学校 金管バンド

松戸ニッセイエデンの園
が『週刊ダイヤモンド』特
大号 特集「有料老人ホー
ム ベストランキング」自
立・混合型部門で全国1位

（3月）

財団本部事務所の移転
（9月）

松 戸 共 同 W A C の 認 可
（2008年6月）に伴い、松
戸共同WAC事業協議会
発足（2008年8月）

高齢者住宅経営者連絡協議会
リビング・オブ・ザ・イヤー
2015
松戸ニッセイエデンの園が優
秀賞を受賞

（11月）

財団設立30周年
（7月）

内閣府から公益財団法人と
して認定（4月）

財団本部事務所開設
（日本生命梅田第二ビル9F）

財団東京事務所開設（湯島台ビル1F）

奈良ニッセイエデンの園
上空より撮影

松戸ニッセイエデンの園上空より撮影

財団本部事務所移転
（日本生命梅田ビル4F）

多湖輝氏による記念講
演と北村英治カルテッ
ト に よ る ジ ャ ズ コ ン
サート

ニッセイ聖隷健康福祉財団のあゆみ



8 9ニッセイ聖隷30年のあゆみ 30 Years of Nissay-Seirei Health and Welfare Foundation

歴史編
第1章　ニッセイ聖隷健康福祉財団の誕生

	 1	 設立前史	..................................................................  20

	 	 高齢者福祉をめぐる2つの源流	.............................  20

	 	 高齢社会の本格到来と日本生命のシルバー分野参入	....  21

	 2	 財団の設立	..............................................................  23

	 	 日本生命と聖隷の出会い―共同事業化の検討	...  23

	 	 「財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団」の発足	....  26

	 	

第2章　高齢社会に対応したまちづくりの実践

	 1	 「奈良ニッセイエデンの園」の開園	.......................  28

	 	 WAC 事業の理想と、産みの苦しみ	........................  28

	 	 全国初のWAC事業施設の認定	.............................  30

	 	 予定通りのオープンと順調な船出	.......................  31

	 2	 「松戸ニッセイエデンの園」の開園	.......................  34

	 	 「松戸市しあわせの村」構想への参画....................  34

	 	 前途多難の開設準備	...............................................  35

	 	 首都圏の地域福祉の拠点としてオープン	............  35

	 3	 事業の拡大・安定化	...............................................  37

	 	 在宅介護のワンストップサービスを確立
	 	 　―奈良ニッセイエデンの園	...........................  37

	 	 「年齢別入園金プラン」と「Wプラン」の導入
	 	 　―松戸ニッセイエデンの園	...........................  39

	 	 高齢社会の望ましいシステムの創造
	 	 　―実践的調査研究と専門技能志願者への奨学金助成	...  40

第3章　激動の中での事業再構築

	 1	 介護保険制度の幕開け	...........................................  41

	 	 居宅介護支援事業の開設	.......................................  41

	 	 介護金調整問題と管理費引き下げ	.......................  42

	 	 花開いた在宅介護事業	...........................................  42

	 	 一般居室の介護サービスを拡充	...........................  43

	 2	 環境変化への対応	...................................................  44

	 	 市場環境の変化と事業収支の悪化	.......................  44

	 	 聖隷福祉事業団との提携関係を改定....................  45

	 	 在宅介護事業の縮小と「松戸共同WAC」認可	.......  45

	 	 「ふれあいイベント」や「子ども工作教室」の開始
	 	 　―高齢者総合福祉センター	...........................  46

	 	 環境変化に対応、入園金引き下げへ	.....................  47

第4章　大介護時代の新たな挑戦

	 1	 高齢者あこがれのブランドへ	...............................  49

	 	 新公益財団法人の認定	...........................................  49

	 	 事業化に向け、高齢者の見守りシステム
	 	 　「あんしん電話」を調査研究	...............................  50

	 	 奈良・松戸が業界トップレベルの評価を獲得	....  50

	 	 「エデン版の地域包括ケアシステム」の実践	
	 	 　―奈良ニッセイエデンの園	...........................  51

	 	 入居者の “我が家 ”となる「松戸ビジョン」の制定	
	 	 　―松戸ニッセイエデンの園	...........................  52

	 2	 次代に向けた取り組み	...........................................  53

	 	 財団設立30年を迎えて	...........................................  53

	 	 次代に向けた新たな取り組み	...............................  54

施設紹介
	 ウェル・エイジング・プラザ　
	 　奈良ニッセイエデンの園	......................................  02

	 ウェル・エイジング・プラザ　
	 　松戸ニッセイエデンの園	......................................  04

ニッセイ聖隷健康福祉財団のあゆみ	.......................  06

設立30周年記念座談会
　「設立30年の総括と財団のこれからを語る」	.......  10

部門紹介
奈良ニッセイエデンの園	...............................................  58

松戸ニッセイエデンの園	...............................................  64

財団本部	..........................................................................  68

資料編
財団概要	..........................................................................  70

組織図	..............................................................................  71

歴代役員・評議員任期一覧	...........................................  72

財団の資金収支・損益状況の推移	...............................  74

奈良ニッセイエデンの園
　有料老人ホームの入居者状況の推移	.......................  76

松戸ニッセイエデンの園
　有料老人ホームの入居者状況の推移	.......................  78

入園金水準等の推移.......................................................  80

奈良ニッセイエデンの園	〈施設利用状況の推移〉	.......  82

松戸ニッセイエデンの園	〈施設利用状況の推移〉	.......  84

職員数の推移と現状／有資格者数	...............................  85

年表	..................................................................................  86

	

編集後記	............................................................................ 92
	

［凡例］
1. 本書の記述は原則として 2019 年 7月までとした。
2. 年号は西暦を基本とし、適宜和暦を併記した。
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目　次



10 11ニッセイ聖隷30年のあゆみ 30 Years of Nissay-Seirei Health and Welfare Foundation

設
立
30
周
年
記
念
座
談
会

驚き、模索、そして学び……。
異なる両者が出会った財団発足

坪井｜本日は大先輩の方々の前で大変恐縮です

が、進行役を務めさせていただきます。まず、財団

発足時についてお尋ねします。30年前、生命保険

事業の日本生命と保健・医療・福祉・介護事業の

聖隷福祉事業団（以下、聖隷と表記）という異な

る歴史を持つ両者が、高齢者福祉事業において

手を取り合ったわけですが、発足時の意義・期待

について両者それぞれの立場からお話しいただけ

ますか。

山本｜私は当時、聖隷浜松病院の事務長をしてい

ましたが、日本生命と一緒に事業ができるという

ことに、まず驚きました。日本生命と言えば、世界

に冠たる大企業。かたや聖隷は医療・福祉を中心

とする地域密着型の社会福祉法人で、共同事業

など想像にもおよびませんでした。ただ、聖隷とし

ては1973（昭和48）年の「浜名湖エデンの園」の

開設以来、有料老人ホーム事業に力を入れていた

ので、共同事業を通じて様 な々勉強をさせていた

だけると同時に、こういう施設はもっと全国にでき

る必要があるとも感じていましたから、私自身は

非常に歓迎の思いがありました。奈良と松戸が開

園した時には、施設の作り方から経営のやり方に

至るまで私たちとは一味違い、「さすがニッセイさ

ん」という感じでした。

古市｜私も財団発足に直接かかわったわけではあ

りませんが、振り返れば、日本生命がシルバーサー

ビス事業への参入を検討し始めたのは1985（昭和

60）年のこと。ちょうどバブル景気がピークになり

かけていた頃です。順調な生命保険事業を背景

に、次なる新たなビジネス展開を議論する中で、生

保事業の延長線上の一つとしてシルバービジネス

の事業開発が俎上に上がってきました。当初はシ

ルバー業界を成長産業とみなしたシルバーリゾート

など利益追求型のアイデアもありましたが、本来、

生保というのは「生老病死」の４つのリスク・苦痛

と向き合うもの。その理念のもと「老」に対してい

かに安心・安全を届けることができるのかを模索

する中で、WACという制度が登場し、さらに聖隷

さんという極めて良質なパートナーがいらっしゃっ

たというのが財団発足の経緯です。つまり、最初は

シルバービジネスの成長産業で儲けるぞという発

想もあったのですが、そうではなくて、生保の理念

的な役割を広げることでブランド価値をさらに高め

ようとの意義をもってスタートしたわけです。

遠松｜私は日本生命の不動産部にいた関係で、企

画担当として財団発足に関わりました。当初から

株式会社での営利追求は難しいとされ、「財団法

人でなければ聖隷さんと一緒にできない」と上司

たちがよく言っていたのを覚えています。とはいえ、

事業であるかぎりは収支を合わせなければいけな

い。特に、介護保険制度もまだ始まっていない時

代でしたから、いかにして事業として成立させるの

かに腐心しました。当時すでに聖隷さんは有料老

財団30年の回顧

設立30年の総括と
財団のこれからを語る

　公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団は、2019（令和元）年 7月に設
立 30周年を迎えました。この節目に当たり、財団のこれまでの歩みを振り返り、
次なる時代に夢と希望を持って踏み出していくため、山本会長、古市理事長、
遠松・鈴木両常務理事の４氏に「設立 30 年の総括と財団のこれから」につ
いて語り合っていただきました。

会 長	 山 本  敏 博	（社会福祉法人聖隷福祉事業団	理事長代表執行役員）
理 事 長	 古 市 　  健	（日本生命保険相互会社	代表取締役副会長）
常務理事	 遠 松  健 史
常務理事	 鈴 木  睦 明	（社会福祉法人聖隷福祉事業団	理事常務執行役員）
理 事	 坪 井  一 弘	（司会）

2018（平成 30）年 12 月 6 日　財団本部理事長室にて
（役職名は取材当時のもの）

設立30周年記念座談会

前列右から山本会長、古市理事長、後列右から鈴木常務理事、遠松常務理事、坪井理事
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人ホームの運営だけでなく、在宅事業分野にも進

出されていましたので、次の段階では財団も在宅

事業分野に踏み出すことになるのだろうと漠然と

考えていました。

鈴木｜私は「エデンの園」事業の末端におりました

が、会長と同じく非常にびっくりすると同時に、本

当に日本生命さんのお相手が務まるのだろうかと

いう不安がありました。ただ一方で、お会いする日

本生命の方々は皆さん紳士的で、とても優秀な方

が多く、仕事の進め方や会議の持ち方、資料の作

り方に至るまで非常に勉強になりました。というの

も、聖隷は困っている人を助けることが最優先の

現場主義で、事務作業はどうしても後回しになり

がち。その中で、日本生命さんの用意周到な物事

の進め方は学ぶところが多く、それは今の自分にも

生きています。

誰も経験のないWAC事業の挑戦。
収益問題、介護金調整の
難局を乗り越える

坪井｜財団が取り組むWAC事業は、有料老人ホー

ムのほかに疾病予防運動センター、高齢者総合福

祉センター、在宅介護サービスセンターの４つを同

時に実現させる試みで、これは当時、誰も経験の

ない初めての挑戦でした。ご苦労も多かったと思

います。

山本｜最初は正直、聖隷の中でもWACの中身が

あまりよく理解できませんでした。これはいったい

何なんだろうと……（笑）。最近でこそ「地域共生

社会」が福祉の世界では共通認識になっていま

すが、今必要だと言われているようなことはすでに

WACの中にすべて集約されていて、当時の試み

がいかに先進的だったかと思いますね。

鈴木｜もともと聖隷の「エデンの園」は、高齢者の

病苦や孤独、厭世による自殺が社会問題化する中

で、これをなんとかしたいとの思いから始まり、必

要に応じてサービス内容が付加されてきました。

例えば、それまでの大部屋ではなく、プライバシー

を確保した個室、生きがい対策としてのサークル・

文化活動、さらには介護も静養室から介護居室を

設ける時代へと変遷してきました。つまり、WAC

事業の核となる要素は、すでに直営の「エデンの

園」でもほぼすべて揃っていたわけです。ところ

が、それが地域にとってどれだけの価値があるの

かと言うと、ほとんどない。今でも多くの施設が、

地域の防災拠点となること以外ではほとんど地域

社会には貢献できていません。基本的に有料老

人ホームはご入居者の資金で施設を賄っているの

で、それを地域に開放するという考え方はなかな

か受け入れられないのです。そこを地域社会に開

放して施設を運営したところにWACの新しさがあ

り、それができたのは日本生命さんの力だったと個

人的には思っています。

古市｜そこは、日本生命かどうかは別として、先見

の明があったのでしょうね。おそらくWACの枠組

みを作った厚生省（当時）の中に「これからはコ

ミュニティ全体で支えないといけない」という考え

があって、それを実務的にキャッチアップできたの

が、当時、余裕のあった日本生命だったと。ただ、

WACは奈良と松戸を含め第5号施設までしか認

定されていませんから、体力的にできるところは限

られていたのだと思います。

遠松｜WAC事業の難しさは、プロフィットセンター

が有料老人ホームしかなかったということに尽き

ます。それ以外の3事業からはほとんど収益が見

込めないので、これをどうするかが課題でした。

結局、有料老人ホームの収益を柱に、共用施設を

地域の人にも使ってもらうというシンプルな発想で

やるほかありませんでした。今思えば、要介護者

が徐々に増えてくると、当然、人件費もかさんでく

るので、2000（平成12）年の介護保険制度がな

かったらどうなっていたかと思いますね。

坪井｜介護保険制度の導入は、財団の30年を語る

上でも最も大きなポイントになると思いますが、ど

のような変化を迫られたのでしょうか。

遠松｜財団の事業で言えば、介護報酬が発生する

介護保険制度のない時代に
WACをいかにして事業として
成立させるのかが課題でした

遠松	健史（常務理事）
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ことで要介護者への対応がよりスムーズにできた

ということですが、最大の課題はご入居者に対す

る介護金調整の問題でした。要するにすでに入居

されている方からすると、国の施策で介護報酬が

発生するようになったのだから、払い込んだ介護

費用分は返金してほしいという話なんです。財団

の場合は管理費も介護費用に入れていたので、管

理費を下げることでご理解をいただきました。た

だ、その調整には相当の時間がかかりましたね。

鈴木｜国の制度が後から出てきたので、試行錯誤

はありました。多様な施設やサービスが乱立して

競争するようになりましたしね。事業者とサービス

の質はともかくとして、介護保険制度ができたこと

で、高齢者の方々の選択肢が増えたことは評価で

きると思っています。

古市｜制度の功罪はいろいろあると思いますが、

財団としては予想よりも低い資金回転と高い金利

負担に苦しんだ時期がありましたね。

遠松｜それはもうバブル経済の崩壊が早すぎまし

た。特に、松戸はバブル崩壊後の開設で入居率

22.9％からのスタートでしたから、その時の苦労

を考えると、やはり3つ目の施設建設には踏み出せ

なかった。そういう意味では、この事業は一度始め

たらやめることができないものなので、ご入居者の

方々に長期にわたって安心してもらう施設を作り続

けることの難しさは感じています。

30年の時を経て育まれた“一体感”。
「困っている人を助ける」想いは共通

坪井｜様 な々紆余曲折を経て、今の財団があるわけ

ですが、30年にわたり事業が存続・発展できた理

由はどんなところにあったとお考えでしょうか。

山本｜私は、日本生命さんからオファーを受けてお

手伝いしたというよりは、奈良も松戸も聖隷の一部

だと思っているんですね。「ニッセイエデンの園」

とは言うけれど、そこはもう聖隷も一体、一緒に

やってきたという自負があります。もちろん、これか

らについてはいろいろ考えなければいけないことも

ありますが、ニッセイも聖隷も一体であるというの

が30年目の私の感慨です。

古市｜同感です。それぞれ歴史も違えば、文化も考

え方も違う中で、多少ぶつかるところもあったかも

しれませんが、長い目で見れば、それぞれの役割

分担の中で互いにリスペクトの気持ちを持ちながら

責任を果たしてきたというのがひとつ。それと、もう

ひとつは聖隷さんはずっとそうだったと思うのです

が、「社会のために」とか「高齢社会に貢献するた

めに」というのがすべてのベースにあるからこそ、

両者とも「この事業は一度始めたらやめられない」

という強い責任感のもとで事業に当たることができ

た。それが、30年にわたり存続・発展できた理由

だと思いますね。

遠松｜会長が仰るように、奈良や松戸の職員は本当

に日本生命も聖隷も関係なく、ご利用者の立場に

立てるホスピタリティ溢れる人が多い。もちろん、事

業ですから収支を合わせなければならないので、こ

うして欲しい、ああして欲しいとお願いすることもあ

るのですが、それもあたりまえのように率直に言い

合える、とても良い関係性があります。今は本当に

気持ちのいい一体感が生まれていて、こういう言い

方が正しいのかわかりませんが、日本生命と聖隷は

ぜんぜん違うように見えて、実はものすごく似たとこ

時代が要請する「量」と「質」の問題。
先進性を活かしつつ、
新スタイルの検討も

坪井｜財団は2013（平成25）年に公益財団法人に

認定されましたが、現在の事業運営状況や課題に

ついてもお話いただければと思います。

遠松｜まず公益財団法人の認定ですが、これは

WACがなければ難しかったと思います。そういう

意味では、WAC事業を続けてきたことが、ここに

きて花開いたと言えます。公益財団法人になった

ろがある法人なのかもしれないと思うのです。

山本｜困っている人を助ける。そのプライドと理念

は両者に共通していると思いますね。

財団の今と未来を語る

ことで、ご入居者やご利用者のためだけではなく、

より一層の公益性が求められてくるので、今後はも

う少し幅広く世に訴えかける部分も増やしていけ

たらと思います。

鈴木｜高齢者の方々が施設を選択する際、何を一

番心配しているかと言うと、経営母体なんですね。

食事が美味しいとかドクターが優しいとかいうのは

あくまでもサブ的な話で、どこが経営しているのか

を最も気にしている。そういう意味では、公益財団

法人というのは「ここは絶対に裏切らない」という

圧倒的な安心感がある。ですから、今後も十二分

紆余曲折を経た財団ですが
30年間、事業が存続し発展
できたのはなぜでしょうか？

坪井	一弘（理事／司会）

鈴木	睦明（常務理事）

有料老人ホームを地域社会に
開放した。そこにWACの
新しさがありました
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に生き残っていけるポジションにあるわけです。む

しろ、今まで以上に人気が高まってくる可能性が

あるので、先ほどから話に出ている「始めたらやめ

られない事業」という我々の思いも全面に打ち出し

て、良いサービスをきちっと提供していけば、今後

も評価が下がることはないと思います。

山本｜現状の課題と言うと、古くなった建物は将来

的にどうしていくかを問題視しています。最近、聖

隷の施設で改修を経験しましたが、入居者を抱え

ながらの工事ですから、自由にはやりづらい部分

もあります。新しい建物を建てるには周辺の土地

の取得が必要になりますし、先々を見据えて建て

替えにも備えていかなければいけません。

遠松｜そうですね。やはり建て替えなど将来に対す

る余力は持っておかないといけませんね。特に、住

まいというのは日進月歩でますます良くなっていき

ますし、今までの世代以上に入居を検討される方

の見る目も厳しくなってくると思うので、居室内はも

ちろんのこと施設全体の住機能のレベルアップを

考えて住環境の整備を進めていく必要がある。そ

うした時に、新しい事業を始めたいけれど土地が

なくて困るというようなことが、次の10年20年で生

じる問題かと思います。

山本｜これは何も私たちだけに限った話ではなく、

有料老人ホームの運営はこれから必ず厳しくなり

ます。ハードが老朽化して商品としての価値が下が

り、介護サービスの質を上げようにも人材不足で

経営が立ち行かないということがきっと起きる。事

業理念が希薄で、経済的基盤が乏しい事業者は

市場から退場を迫られる時代が来ます。その時に

ニッセイ聖隷として、どういったサポートができるの

かですよね。M&Aが必要ならば、運営面で援助

しながらレベルアップを図り、事業規模を拡大させ

ることで入居者や職員を救うというようなことも考

えていかなければなりません。それは今まで事業

をやってきた者としての、地域や社会への恩返し

でもあるし、困っている人を助けるという我々の理

念とも合致することだと思うんです。

　ただ、そうした場合に財団としては拡大路線に

踏み出し、「量」を追求していくことになりますが、

それに対して「質」の問題をどう考えるかですよ

ね。これまではWAC１本でやってきて、ハードも

サービスも質の高いものを提供してきました。しか

し、時代や地域の要請は変わってきており、高齢

者の方々のニーズも変化するものなので、私たちも

もう少し違ったスタイルの施設やサービスの提供

を検討していく必要がある。これは過去の反省と

いうことではなく、30年の実績を誇りに次の時代

では何ができるのか、改めて「量」の問題にどう対

処するか、また「質」とは何かをもう一度つきつめ

て考えることが、これからの課題だと思ってい

ます。

古市｜現在が順調だとしても、従来のモデルで未

来永劫やっていけるわけじゃない、というのは仰る

とおりですね。日本生命の立場で言えば、「人生

100年時代をリードする日本生命になる」というの

が中長期的な方針なので、高齢者福祉の財団事

業がひとつのコアになるのは明らかで、時代に応

じてサステナブルにやっていくためには、建て替え

の問題をはじめ、様々な実務を地道に、泥臭く積

み上げていく必要があると思っています。「量」の

問題で言えば、奈良と松戸の2施設では確かに少

ないのですが、一方で日本生命としては30年前に

作った2つの素晴らしいリソースを、まだ十分に使

いきれていないとの思いも強くあります。WACの

枠組みで行う聖隷さんのホスピタリティ溢れる質の

高いサービスを、もっと社会にアピールして、高齢

者福祉のモデルケースとなるような展開も考えて

いきたい。その中で日本生命のブランドイメージも

上がればいいし、最終的には奈良や松戸のやり方

を参考にする事業者がたくさん現れて、有料老人

ホーム全体の水準が上がっていくというのが私の

理想とするところです。

夢は、
リーズナブルかつ質を維持した、
新しいタイプの「介護エデン」

坪井｜すでに未来に向けたお話が出ていますが、

それでは最後に、超高齢時代の中で財団は今後ど

のような事業展開を図っていくべきなのか、考えを

お聞かせください。

遠松｜私は親の介護に直面した時、ユーザーの立

場で客観的に見て、奈良や松戸のような施設が近

くにあれば良いなと強く思ったんです。私だけでな

く、要介護の親を持つ現役世代はみんな困ってい

ます。介護保険制度ができて、あちこちにこれだけ

様々な施設があるのに、いざ直面すると価格面を

含めて安心して親を預けられるところが本当に少

ない。ですから、リーズナブルな価格でかつ質の高

い介護型の施設があれば、迷わずお世話になる、

30年の実績を誇りに
次の時代で何ができるのか。
これからの課題ですね

地道な実務を積み上げ、
有料老人ホーム全体の
水準が上がるのが理想です

古市	健（理事長）

山本	敏博（会長）
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と。例えば、聖隷さんのケアの質を維持しながら

も、すべてを抱え込むのではなく、部分的にはオプ

ションとして有料制にしてサービスを選択できる施

設。そういったものが作れないだろうかと思案して

いるんです。このようなコンセプトで聖隷さんと共

同できれば、まだ世の中にない新しい介護型有

料老人ホームを生み出すことができると思います

し、そのスタイルが認められ、財団の次の展開に

もつながっていくというのが私の描く未来、夢で

すね。

山本｜世の中に求められている、本当に良質なもの

をつくるというのは良いですね。「介護エデン」の

事業もこれから考えていきましょう。

遠松｜これはWAC的な発想で夢物語かもしれま

せんが、疾病予防運動センター（スポーツ活動）と

高齢者総合福祉センター（文化活動）を合体させ

たコミュニティセンターのようなものを、「介護予防

センター」として事業化できないかとも考えていま

す。特に、高齢男性は行くところがなくて困ってい

る方も多いと聞きます。相談業務なども含めて聖

隷さんのノウハウを取り入れながら、公益財団法人

として地域貢献ができればと思います。

古市｜新しい事業を興すということになると、当然

ながら資源的なことも含めてそう簡単ではないで

しょうね。ただ、財団発足時もそうだったと思いま

すが、情熱を持って理念を追いかける人間と、現

実を求める人間とが正々堂 と々意見を戦わせなが

ら、新しい形を生み出していけたらと思っていま

す。

坪井｜本日は、皆さんの貴重なお話を聞かせてい

ただき、ありがとうございました。
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～1989（平成元）年

1 設立前史

高齢者福祉をめぐる２つの源流

ニッセイ聖隷健康福祉財団は、わが国が本格的な高齢社会
に突入し始めた平成の初め、1989（平成元）年に高齢者福祉事
業を行う法人として誕生した。財団の発足は、生命保険事業の
日本生命保険相互会社（以下、日本生命と表記）と保健・医療・
福祉・介護事業の社会福祉法人聖隷福祉事業団（以下、聖隷

福祉事業団と表記）のパートナーシップによりに実現したが、その
歴史を語るにはさらに時代をさかのぼり、両者が出会う以前の
設立前史からふれる必要があるだろう。なぜなら、両者はまった
く異なる歴史を持ちながらも、ともに早くから高齢者福祉に関心
を寄せ、聖隷福祉事業団においては有料老人ホームのパイオ
ニア的地位を築き、そのことがのちの財団発足の伏線ともなる
からである。

わが国の高齢者福祉は、古くは戦後の家制度の廃止に伴う
老人扶養の問題にはじまる。一般に老人の扶養は家督相続者
が担うものとされた戦前の価値観が、家制度の廃止により瓦解
したことから、1963（昭和38）年に老人の福祉を保障する老人
福祉法が制定され、同法において特別養護老人ホームや軽費
老人ホームなどの老人福祉施設が規定された。とりわけ1965

（昭和40）年以降は人口の高齢化が認識され始め、高度成長に
伴う若年人口の都市集中や核家族化、女性の社会進出などの
要因とも絡んで老人問題は広がりをみせ、寝たきり老人の存在
などが社会問題化した。

この頃、日本生命は奈良県北西部の北葛城郡で宅地開発
を行い、1970（昭和45）年頃には、社会福祉事業の一環として
造成中の西大和ニュータウン内に高齢者向け住宅を提供する

「ニッセイヴィラ西大和」を構想している。これは住宅の提供だ
けでなく、高齢者の快適な生活環境や健康管理・生きがいな
どにも配慮した、当時としてはあまり例のない先進的なプランで
あった。未だ老人問題が深刻化していない時代に高齢者福祉
の事業提案を着想できたのは、大正年間に大阪初の企業財団

「日本生命済生会」を設立するなど早くから社会事業に取り組
んできた日本生命の面目躍如であったが、残念ながら同構想は
オイルショックなど様 な々困難に阻まれ、1973（昭和48）年に時
期尚早として中断された。しかし、この西大和用地は、のちにニッ
セイ聖隷健康福祉財団の中核事業となるウェル・エイジング・

日本生命保険相互会社（本店）

社会福祉法人聖隷福祉事業団（三方原福祉タウン）

浜名湖エデンの園（静岡県浜松市）

宝塚エデンの園（兵庫県宝塚市）

プラザ「奈良ニッセイエデンの園」の建設地として日の目をみるこ
ととなる。

一方、結核患者の救貧活動に端を発する聖隷福祉事業団
は、1930（昭和5）年の創立以来一貫して病苦に苦悩する人々
に手を差し伸べ、老人問題においても早くから独自のアプロー
チで寄り添い、わが国の老人福祉施設の運営に先鞭をつけた。
その最初の試みが、1961（昭和36）年に創設した老人ホーム「十
字の園」（現：社会福祉法人十字の園）による要介護者へのケ
アで、これはのちの特別養護老人ホームの先駆けとなり、老人
福祉法の制定にも影響を与えたとされる。さらに1960年代後
半から1970年代前半にかけては、高齢者の病苦や孤独厭世な
どによる自殺問題に目を向け、生活困窮者や要介護者だけの
老人ホームではなく、高齢者が自分の意志で老後を自由にのび
のびと生活できる施設「高齢者世話ホーム」を構想。1973（昭和

48）年に「浜名湖エデンの園」を開設した。この「エデンの園」は、
従来の大部屋ではないマンション形式の個室でプライバシーを
確保しつつ、入居者同士が互いにふれあえる大食堂や趣味の
部屋などの共用施設も充実させた、当時としては画期的な施設
だった。また、利用料も生涯家賃としての入園金を前払いして、
入居期間によって返還される方式を採用するなど、まさにわが
国の有料老人ホームのモデルとなるものであった。

高齢社会の本格到来と
日本生命のシルバー分野参入

日本生命と聖隷福祉事業団が高齢者問題に目を向けた
1960 ～ 1970 年代は、高齢化社会が意識され始めた時代で
あったが、社会一般の関心はそれほど高いものではなかった。
わが国において来

きた

る高齢社会とそれに伴う諸問題の対策が
現実味をもって語られたのは、1970 年代後半に入ってからで
ある。この頃から在宅福祉や地域福祉の重要性が指摘され、
同時に有償サービスの導入と民間活力の活用も検討され始
めた。

この間、日本生命は1979（昭和54）年に設立された日本生命
財団において、真に豊かな社会の建設に貢献する分野の一つ
として老人福祉への助成（のちに高齢社会福祉助成）を開始。ま
た、聖隷福祉事業団は「浜名湖エデンの園」に次ぐ同様の施設
を宝塚（兵庫県）、松山（愛媛県）に完成させ、有料老人ホームの
パイオニアとして実績を重ねた。

ニッセイ聖隷健康福祉財団の誕生第1章
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そして、わが国の高齢化率（総人口に占める65歳以上の割合）

が大台の10％を突破した1985（昭和60）年には、いよいよ本格的
な高齢社会の到来に向けて、政府の制度改革や法整備が活発
化した。同年、総理府の社会保障制度審議会は老人福祉の在
り方について建議し、民間企業のシルバー市場への参入がす
でに始まっていることを前提に、公的部門を補完するものとして
のインフォーマル部門と民間企業の活用およびその健全育成の
必要性を提言。翌1986（昭和61）年には、社会保障に関する長
期ビジョンとして、21世紀の長寿社会にふさわしい経済社会シ
ステムの構築を図る「長寿社会対策大綱」が閣議決定された。

こうした中で、1985（昭和60）年の保険審議会でも一つの答
申が出された。その内容は、「生命保険会社には高齢者の生
活設計に資するための知識、ノウハウ、経営資源が蓄積され
ており、国民からの信頼感も形成されているものと考えられる
ため、こういった高齢化社会に備える国民の自助努力を支えて
いくうえで生命保険事業が中心的役割を果たしていくべきであ
る」というものだった。

本来、生命保険事業の役割は、公的医療保険でカバーしき
れない部分をまかなう私的医療保険の充実にあることは言うま
でもないが、これに加えて生活保障に関わる健康・福祉分野も
極めて親和性が高く、重要な事業領域であった。それにも関わ
らずシルバー分野で事業展開が進んでいなかったのは、老人
ホームに対するネガティブなイメージや採算性の問題、さらには
大蔵省（現：財務省、金融庁）の行政指導により、同分野への参
入が部分的にしか認められていなかったためだった。しかし、高
齢社会への対応が官民挙げての重要施策となり、高齢者問題
に対する社会の意識も変化してくる中で、かねてより総合生活保
障産業を目指していた日本生命はこれをシルバー分野参入の
好機と判断。保険審議会の答申と生命保険会社に対する社会
的な期待に応える形で、同年よりシルバー分野への参入を具体
的に検討し始め、翌1986（昭和61）年にはその第1ステップとして
有料老人ホームの事業化の可能性が協議されたのである。

この中で、有料老人ホームの経営に当たっては、次の3つの
懸案事項が確認された。一つは、有料老人ホームの経営ノウハ
ウと現場の人材が特に重要であること。二つ目は、高齢者の健
康や生きがいなど暮らしや人生に関わる事業の性格上、途中で
の撤退は許されないこと。三つ目は、事業への信用を失うことは
絶対に避けなければならないこと―であった。そして、これら
の前提条件を十分に満たす形で事業を実現させるには、日本

生命単独ではなく、シルバー分野で実績のある事業パートナー
の存在が不可欠との方針に至り、そこで白羽の矢が立ったのが
聖隷福祉事業団であった。

聖隷福祉事業団はこの頃には、有料老人ホームはもとより
総合病院や各種福祉施設など医療・保健・福祉分野で20近
くの施設を有する、わが国有数の社会福祉法人に成長。シル
バーサービス分野においても最高のノウハウと人材・設備を有
しており、日本生命にとっては同分野で聖隷をおいてほかには
考えられない最良のパートナーであった。

2 財団の設立

日本生命と聖隷の出会い
―共同事業化の検討

シルバー分野への参入を模索していた日本生命が、聖隷福
祉事業団に対して有料老人ホーム共同事業化の申し入れを
行ったのは1986（昭和61）年9月のことである。当初、聖隷福祉
事業団側では日本屈指の大企業の突然の申し出に驚嘆と懐疑
の思いが交錯した。そもそも他組織との共同事業自体が初めて
のことだったが、実績と経験のあるシルバーサービス分野での
協力であっただけに、これを前向きに検討。主として同社との共
同事業が同分野の発展普及に資するとの結論に至り、翌1987

（昭和62）年1月、両者の間で「共同事業化研究に関する覚書」
が締結された。ここから両者は、約1年半にわたり共同事業化
の可能性を検討することとなる。

この間、行政面ではシルバー分野への民間参入を促進する
施策が相次いだ。まず、同年５月、大蔵省の口頭事務連絡によ
り規制緩和が成され、生命保険会社でも関連法人で有料老人
ホームなどの福祉関連事業が行えるようになった。また、21世紀
の本格的な高齢社会の到来に備えて、同年には厚生省（現：厚

生労働省）が「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業（通称：Well 

Aging Community＝WAC事業）」（開始は1989年度）を発表した。
これは高齢者が安心して生きがいを持って暮らせるまちづくりを
国が支援するもので、地方公共団体においては、それぞれの地
域特性に応じた総合的な基本計画を策定する際に助成が得ら
れる。民間事業者においては、公的施策との適切な連携のもと、
高齢者のための健康・福祉施設を総合的に整備する場合に支
援が行われるという内容であった。

聖隷三方原病院（静岡県浜松市）

「共同事業化研究に関する覚書」を締結した、日本生命・
川瀬社長と聖隷福祉事業団・長谷川理事長（1987年1月）
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こうした動きを受けて日本生命は同年7月、常務会において
有料老人ホームを核とするシルバーサービス事業進出の具体
案を検討。そこで審議されたのは、厚生省の WAC 事業の認
定を視野に入れた次の4点からなる構想であった。

（1） 事業の基本コンセプトを認定。「高齢者向けに “ 質の良
い終身の各種融合サービス ” を提供する。なお、サービ
ス対象は “ 核となる施設 ” の居住者はもちろんのこと、そ
の周辺住民をも含めたもの」とする。具体的には、有料
老人ホームを核として、老人保健施設、有床診療所、健
康増進施設、カルチャーセンターなどを有機的な関係を
持つ一体的な施設群として設置し、有料老人ホーム入居
者には給食などの日常サービスから健康増進、医療・介
護までのサービスを、周辺住民には在宅介護、宅配給食
サービスや、施設を利用したデイケア・ショートステイなど
のサービスを提供する。

（2） 事業の具体化に当たって、聖隷福祉事業団と共同事業
体を設立することでの提携を行う。共同事業体の形態は、
事業の趣旨から考えて財団法人形態を予定するが、設
立手続き上の困難も予想されるため、株式会社形態の設
立も並行して検討を行う。

（3） 当面の候補地は、当初「都市近郊型立地」「都心、高級
住宅街立地」について取り組むという観点から、奈良県・
西大和ニュータウンの中心に位置する西大和用地（都市

近郊型立地）と、すでに開園済みの聖隷の有料老人ホー
ムと連携したサテライト展開が可能な兵庫県下の再開発
事業保留床（都市中心部、高級住宅街立地）の２つとする。

（4） 収支に関しては、終身利用権方式を採用することにより採
算を確保する。

同構想は、単に有料老人ホームをつくるだけでなく、住居施
設を核として健康・医療・福祉などのトータルサービスを提供
する複合施設を一体的に整備して、入居者のみならず周辺の
地域住民にも開かれたサービスを展開するという先駆的なもの
だった。そもそも日本生命は1960年代後半から兵庫県の日生
ニュータウンや奈良県の西大和ニュータウンの大規模住宅開発

を手がけるなど、まちづくり事業においては秀でた実績と経験を
有していた。これに聖隷福祉事業団のシルバーサービス分野
での経験とノウハウが加われば、これまでにない高齢者の地域
福祉を体現した、新たな有料老人ホーム事業のモデルを提示
することも夢ではなかった。

ただ、同事業に踏み切るには依然として収支面と介護面（寝

たきり介護、認知症介護など）での不安が拭えなかった。このた
め、常務会では「シルバー分野への参入は社会的責任もあり、
前向きに対応すべき」とする一方で、さらに詳細な検討を行う必
要があるとして、新たに「シルバーサービス事業に関する特別委
員会」の設置が指示され、ここで議論されることとなった。同委
員会は、高橋壽常日本生命副社長を委員長として、関係全役
員および部長で構成。設置後はすみやかにシルバー事業をめ
ぐる現状と諸問題について、数度にわたり時間をかけた討論・
審議が行われた。その結果、1988（昭和63）年7月には常務会
に対して、以下の内容からなる詳細報告が成された。

① すでに事業基盤が確立している有料老人ホームを核事業
として、将来的には周辺のシルバーサービス事業へ展開
する

② 最大のポイントとなる「介護・医療」については、最高の実
績とノウハウ・人材をもつ聖隷福祉事業団と提携する

③ 受け皿となる法人については、中立的・公益的色彩の強い
「財団法人」を設立することが適当である

④ 収支については、終身利用権方式を採用することにより、
長期的に採算確保は可能である

この報告を受けて、常務会も了承。併せて、有料老人ホーム
の第1号施設は西大和用地に建設することも決定され、共同化
事業案の骨子が固まった。

一方、聖隷福祉事業団においても日本生命の動向と並行す
る形で検討・審議が重ねられ、同じく1988（昭和63）年7月に常
任役員会・理事会で共同化事業案を承認。11月には厚生省
に提出する「財団設立趣意書」および「財団法人寄附行為」が
了承、承認された。

こうして日本生命と聖隷福祉事業団の両者は、有料老人ホー
ムを核とするシルバーサービス事業を共同で行うべく、いよいよ
財団設立に臨むこととなった。

1983年頃の西大和ニュータウン（奈良県）
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「財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団」の発足

日本生命と聖隷福祉事業団は、その出会いから約2年の時間
をかけて共同事業化の道を検討してきたが、1988（昭和63）年
末から翌年の財団設立までの動きは、一

いっ

気
き

呵
か

成
せい

とも呼べる展開
だった。日本生命常務会と聖隷福祉事業団理事会においてそ
れぞれ各議案承認を得ると、1989（平成元）年4月に財団法人
の大綱を決定、6月1日には発起人会が開催され、その後ただち
に厚生省に財団設立の許可申請が行われたのである。そして、
同月26日、同省より財団の設立許可が下りたが、その認可要件
は ①日本生命と聖隷福祉事業団との共同事業により、高齢者
が健康で安心して暮らせる日本最高水準の街づくりを率先垂範
して行う ②財団法人として意義ある公益事業を実施する ③日
本生命の100周年事業と位置づける―の3点であった。

こうして、同年７月４日、「財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財
団」（以下、財団と表記）が発足。財団の設立は、日本生命創業
100周年および聖隷福祉事業団創業60年の節目を記念して行
われた。

財団は本部事務所を大阪市北区太融寺町に置き、会長に
は長谷川力（聖隷福祉事業団理事長）、理事長には弟子丸兆生

（前日本生命代表取締役副社長）がそれぞれ就任。財団基金は
10億円で、日本生命が9億円、聖隷福祉事業団が1億円を出

しゅつ

捐
えん

した。また、財団の目的および事業については、次のように定め
られた。

【目的】
 本財団は、高齢者の健康および生きがいの増進ならびに福
祉サービスに関する調査研究、要介護高齢者の介護を行う
家族などに対する介護技術の教育研修、介護福祉士育成の
ための奨学金助成などを行い、高齢者の健康および福祉の
増進に資することを目的とする。

【事業】
本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（1）高齢者の健康および生きがいの増進に関する調査研究。
（2）高齢者に対する福祉サービスに関する調査研究。
（3） 高齢者の健康および生きがいの増進を図る事業ならびに

高齢者に対する福祉サービス事業のために必要な施設
の設置およびこれら事業の実施。

（4） 要介護高齢者の介護を行う家族およびボランティアに対
する介護技術の教育研修。

（5）介護福祉士等育成のための奨学金助成。
（6）その他財団の目的を達成するために必要な事業。

財団は、その使命として「だれもが安心して、安全に、健やか
に、そしていきいきと生活できる、より良い地域社会づくり」を理
念に掲げ、高齢社会の望ましいシステムを創造・実践するため、
調査研究や奨学金助成、施設の設置・運営など5事業を推進
することとした。中でも（3）の事業は財団の中核を成すもので、
同月の臨時理事会ではこれを具体化する特別事業として、ウェ
ル・エイジング・プラザ「奈良ニッセイエデンの園」計画が正式
に決議され、施設の建設・設置作業が進められた。

また、一般事業としては、（1）（2）の調査研究事業が財団発
足の1989（平成元）年度からスタート。さらに、（5）の奨学金助
成も介護専門職育成の一助として、同年度より介護福祉士志
願者などへの助成が開始された。

財団本部事務所（日本生命梅田第二ビル9F）

設立当初の組織（1989年7月4日時点）

設立当初の『財団のご案内』パンフレット

日本生命社内報『あゆみ』より（1989年8月）
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1989（平成元）年～1999（平成11）年

1 「奈良ニッセイエデンの園」の開園

WAC事業の理想と、産みの苦しみ

ニッセイ聖隷健康福祉財団は、高齢社会の望ましいシステム
を創造・実践することを目的に、調査研究や奨学金助成など5

つの事業によりスタートしたが、なにより活動の中心となったの
は奈良県・西大和ニュータウンでの建設が決まっていたウェル・
エイジング・プラザ「奈良ニッセイエデンの園」の特別事業で
あった。

同事業は、すでにふれたように厚生省が1989（平成元）年度
から推進する「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業（WAC 事

業）」のモデル事業に位置づけられるものである。その趣旨は、
高齢者が安心して暮らせる新しい地域社会の形成を目指して、
地域の中に健康・生きがいの増進、充実した医療・介護、高
齢者向け住宅などの機能を総合的に提供するべく、これに対応
した民間事業者の創意と工夫を活かしたまちづくりを支援しよ
うというものだった。具体的には、同年6月に成立した「民間事
業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の
促進に関する法律」に基づき、民間事業者が公的施策との連
携のもと、有料老人ホーム、疾病予防運動センター、高齢者総
合福祉センター、在宅介護サービスセンターの4施設を一体的
に整備する場合に、税制上の優遇措置や無利子融資などの支
援が受けられるとしていた。

このため、「奈良ニッセイエデンの園」の事業計画は、この内
容に沿った形で進められた。概要は、広大な敷地3万7,231㎡
の中に有料老人ホーム約400戸に加えて、在宅介護サービス
センター、診療所、老人保健施設、疾病予防運動センター、高
齢者総合福祉センターなどを付設する、日本最大級のシルバー
施設群を擁した民間事業者としてはかつてない壮大な計画で
あった。また、建設用地は大阪のベッドタウンとして開発された
西大和ニュータウンの中心部に位置しており、入居者のみなら
ず地域住民にも開かれたサービスを展開する地域福祉の構
想実現には、最適な立地であった。言わば同園の計画は21世
紀の高齢社会に対応した、まちづくりの理想を具現化したもの
だったが、当然ながら、その実現には多くのハードルが立ちは
だかった。

そもそも建設地の西大和ニュータウンは、約2万人が居住する
閑静な住宅街である。その真ん中に高齢者向けの一大複合施

高齢社会に対応したまちづくりの実践第2章

設を建設することは、決して簡単ではなかった。西大和用地の
土地開発は、すでに財団設立前から進められ、1988（昭和63）

年11月に地元の奈良県河合町との合意が成立、12月には地元
自治会に対して第1回目の説明会が開催されたが、ほどなくし
て近隣住民を中心に「周辺環境を守る会」が発足するなど建設
反対の動きが起きたのである。反対の理由は、大規模建造物に
よって引き起こされる日照権など環境変化の問題が中心だった
が、根強く残る老人ホームのネガティブなイメージにより、閑静な
住宅環境が脅かされることへの不安感も大きかった。近隣住民
からは施設の高さなど建物全体に対する具体的な要望も示さ
れたため、財団は半年以上にわたる調整・協議を重ねながら、
粘り強く誠意をもって対応。時に厳しい言葉も浴びながら、計画
内容の一部修正を行うと同時に、1989（平成元）年11月には近
隣住民との間で定例協議会を最低月1回のペースで開催する
などで合意に達し、ようやく造成工事を開始することができた。

また、WAC 事業が規定する4施設の事業性も、悩ましい課
題だった。というのも、WAC 事業は来る高齢社会に対応した
まちづくりの理想像を掲げているものの、現実に事業として取り
組むとなると、有料老人ホーム以外の3施設（疾病予防運動セン

ター、高齢者総合福祉センター、在宅介護サービスセンター）はほと
んど目立った収益が見込めなかったためである。在宅介護サー
ビスセンターにおいては、国の介護保険制度がまだ始まってい
ない中で、高額の有償介護サービスを受ける利用者がそれほ
ど多く存在するとは考えにくかった。また、高齢者総合福祉セン
ターは、趣味や娯楽、教養など文化的イベントを実施して高齢
者の生きがい増進を図ることが期待されたが、カルチャーセン
ターに近い事業で大きな収益を生み出せるはずもなかった。健
康増進を図る疾病予防運動センターに至っては、診療所の併
設が義務づけられ、医的管理のもとで運動プログラムを提供す
ることが求められたが、当時はまだ高齢者のスポーツそのもの
が普及していない時代であり、収益性の問題以前に事業内容
をめぐって業務委託先のフィットネスクラブ事業者と侃

かん

々
かん

諤
がく

々
がく

の
議論が成される状況であった。

収益面でみれば、有料老人ホームだけに依存する形で、そ
れを事業全体としていかに成立させるのか。「奈良ニッセイエ
デンの園」の取り組みは、理想を追い求めた誰も経験のない事
業であっただけに、大きな産みの苦しみを味わわなければなら
なかった。

厚生省が提唱する WAC 構想イメージ図

ほぼ造成を終えた「奈良ニッセイエデンの園」建設予定地
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1989（平成元）年～1999（平成11）年

全国初のWAC事業施設の認定

開設準備にあたり、財団は土地の開発段階から地元行政や
近隣住民、建設業者などとの調整・交渉に奔走。その作業は、
時に深夜におよぶこともあった。建設のハード面では、1990（平

成2）年3月に建物規模に関する計画の一部修正を決議して、同
年5月に起工式を行い、建設を開始した。

一方、各施設の運営・管理などソフト面においては、介護・
医療分野でのノウハウを持つ聖隷福祉事業団との間で「施設
の設置・事業計画および運営・管理に関する基本協定書」を
締結。これをもとに、各施設のサービスメニューや運営要領、さ
らに施設職員の概数や配置計画などが検討され、併せて人材
の採用とサービスの質的充実を目指した教育・研修プログラム
の策定などが行われた。特に、この時、施設運営面で参考とさ
れたのは、聖隷福祉事業団が1986（昭和61）年に開設した有料
老人ホーム「油壷エデンの園」のスタイルであった。聖隷福祉事
業団は有料老人ホームでの長い経験と実績をもとに、この油壷
エデンで初めて高齢者の状態に応じて介護サービス内容を示
した「介護基準」を独自にマニュアル化。また、有料老人ホーム
の中に介護サービスを提供する専用の「介護居室」を初めて設
置するなど、油壷エデンは聖隷にとってもエポックメイキングな
施設であり、これら最新の運営・管理ノウハウが「奈良ニッセイ
エデンの園」にも反映された。

また、ハード・ソフトの準備と併せて、1990（平成2）年7月か
らは入居者募集も開始された。募集にあたっては、プレス発表

と現地の奈良県河合町でのモデルルーム開設に続き、朝日新
聞に「愉快なり、安心なり、幸福なり」とのキャッチコピーで大々
的に募集広告を掲載。その後も、大手新聞や雑誌など各種媒
体の活用、日本生命と聖隷福祉事業団の広報ツールでの随時
募集記事掲載、さらには問い合わせ者へのダイレクトメールや
各種シルバー関連の説明会・展示会への参加を図るなど、精
力的に募集促進活動が展開された。

こうした開設準備の最中、財団は1990（平成2）年9月に社団
法人全国有料老人ホーム協会準会員に承認され（1992年5月に

正会員）、続いて同年10月には「奈良ニッセイエデンの園」が全
国初の WAC 事業施設として厚生大臣認定を受け、第1号の
モデル施設となった。そして、このことは平成2年度と平成3年
度の『厚生白書』でも先駆的なまちづくりの実践例として紹介さ
れるに至り、「奈良ニッセイエデンの園」は開園前の施設である
にも関わらず、多方面から注目を浴びることとなった。

予定通りのオープンと順調な船出

財団が総力を挙げて立ち上げにまい進したウェル・エイジン
グ・プラザ「奈良ニッセイエデンの園」が竣工したのは、1992（平

成4）年3月のこと。財団設立から約2年半の歳月をかけての喜
ばしい瞬間であった。同月3日には、関係者を招いて「竣工式お
よび竣工披露パーティー」が開催され、当日は厚生省老人福祉
振興課課長や奈良県知事、年金福祉事業団理事長などの来
賓、さらに弟子丸兆生・ニッセイ聖隷健康福祉財団理事長、伊
藤助成・日本生命代表取締役社長、長谷川力・聖隷福祉事
業団理事長をはじめとする関係者、地域住民などが多数出席
した。

この席で挨拶に立った弟子丸理事長は、概要を次のように
語った。

私ども財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団は、来るべき21世
紀の本格的な高齢社会に向け、新たな社会システムづくりを目
指して、実践的に調査研究を行うことを目的として設立いたしま
した。ここに開設いたしますウェル・エイジング・プラザ「奈良
ニッセイエデンの園」の具体的な運営を通じまして、単にこれま
での有料老人ホーム事業にとどまらず、地域社会と共生する施
設として、健康と生きがいの両面から多面的なシルバーサービ
ス事業を展開し、当財団の目的を具体化していきたいと考えて

「奈良ニッセイエデンの園」建設工事 起工式
（1990年5月14日）

工事風景（1991年3月）

『ニッセイセイレイ倶楽部』創刊号（1990年11月）

奈良県河合町のモデルルーム

平成2年度版の『厚生白書』 平成3年度版の『厚生白書』

竣工式と竣工披露パーティー（1992年3月3日）

竣工式で挨拶する弟子丸理事長
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1989（平成元）年～1999（平成11）年

おります。さる1990（平成2）年10月には厚生大臣より全国初の
「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業」の認定をいただきまし
たが、当事業に携わるものとして、何よりも光栄なことと存じてお
りますが、名実ともにモデル施設となりますよう、職員一同その
責任の程を痛感している次第でございます。

そして、当初の予定通り、翌4月に晴れて開園の日を迎え、入
居者の受け入れと併せて日常の生活サービスが開始された。
開園時の施設概要は、有料老人ホーム391戸の居住施設を核
として、診療所「ニッセイ聖隷クリニック」、老人保健施設「奈良
ベテルホーム」、疾病予防運動センター「ウェルネスクラブ　ニッ
セイ・アーク西大和」、高齢者総合福祉センター、在宅介護サー
ビスセンター「ベル西大和店」の6施設からなる WAC 事業に
基づく総合的な複合施設で、入居者はもちろんのこと、地域住
民にも開かれたサービスが行われた。

有料老人ホームは、一般居室に緊急通話・通報装置、生活
リズムセンサーを備え、住みやすさと安全性に配慮した設備を
随所に設置。入居者に対しても、個別面談や各種サービス・
施設設備に関するアンケートを行うなどサービス提供体制の充
実が図られた。相互のコミュニケーションの場として、開園直後
の5月には「入居者連絡会」が、10月には入居者代表者との「運
営連絡会」がそれぞれ立ち上げられた。

診療所の「ニッセイ聖隷クリニック」は、内科・神経内科・整
形外科を開設して、入居者の健康診断をはじめ、ナースコール
の24時間対応、看護婦の居室訪問、疾病予防運動センター会
員の検診などを実施。園内付設の診療所として機能するととも
に、外来診療も行い、翌1993（平成5）年2月からは外部向けの
人間ドッグも開始した。

また、老人保健施設の「奈良ベテルホーム」は、地域住民に対
してデイケア・ショートステイの利用促進を図るとともに、地元
行政との連携を図り、開園と同時に老人保健法に基づく機能訓
練事業を河合町より受託した。

さらに、疾病予防運動センターの「ウェルネスクラブ　ニッセ
イ・アーク西大和」はニッセイ聖隷クリニックの協力のもと高齢者
向けプログラムを作成し、入居者の利用を中心に医的管理のも
とでの健康増進に努めた。高齢者総合福祉センターは、園内の
大ホールや AV シアターなどを活用し、入居者のみならず地域
住民にも開かれた教養・趣味・娯楽のイベントを多数開催した。

こうして「奈良ニッセイエデンの園」はオープンの日を迎えた

が、なにより事業の核となる有料老人ホームが年度末には入居
契約数313戸、入居率80.1％と、当初の目標（入居契約数254戸、

入居率65％）を上回る数値を確保できたことは、財団の未来に希
望を与えた。一時は、バブル経済崩壊の影響により既契約者
の解約が進むなど入居率の低迷も懸念されていたが、精力的
な募集活動が功を奏した形で、開園後も入居者数は増加した。
そして、1996（平成8）年には入居契約数376戸、入居率96.2％
とほぼ満室状態となり、当初課題としていた有料老人ホームの
収益に依存した WAC 事業の枠組みに対する懸念も払しょくさ
れた。

ちなみに、開園時の入居者は平均年齢71歳（男性72.2歳、女

性69.6歳）、男女比37％：63％、単身・同居比58％：42％で、
その多くは近畿2府4県の出身者（87％）であり、大阪府51％、奈
良県19％であった。

「奈良ニッセイエデンの園」 入口正面付近

診療所「ニッセイ聖隷クリニック」の外来待合室

老人保健施設「奈良ベテルホーム」

疾病予防運動センター
「ウェルネスクラブ　ニッセイ・アーク西大和」

一般居室（D3タイプ）

ウェル・エイジング・プラザ「奈良ニッセイエデンの園」施設配置図
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1989（平成元）年～1999（平成11）年

国立療養所松戸病院があった当時の建設予定地

開設時の東京事務所（湯島台ビル1F）

建設工事中の「松戸ニッセイエデンの園」

竣工時の写真（1997年2月7日）

2 「松戸ニッセイエデンの園」の開園

「松戸市しあわせの村」構想への参画

財団が設立された頃、わが国はバブル景気の最中にあった。
「不動産価格は必ず値上がりする」という土地神話のもと、日
本各地で大型の建築物や箱物事業が大きく花開いていた時代
であり、財団の有料老人ホームを核とした複合施設においても
単発のプロジェクトで終わるのではなく、時機を見ながら複数の
開発事業を手がけていくことが思い描かれていた。そのため、
財団は「奈良ニッセイエデンの園」の建設が始まった1990（平成

2）年には、早くも2番目の施設建設計画の検討を開始。主とし
て首都圏での候補地選定が行われ、紆余曲折を経て、地元行
政との政策一致をみたのが、千葉県松戸市であった。

松戸市は、東京都心に近いベッドタウンとして急成長した千
葉県の中核都市であったが、市内の国立療養所松戸病院の跡
地利用問題をきっかけに、保健・医療・福祉を一体化した総
合的な高齢者対策を構想。1991（平成3）年度には厚生省の「ふ
るさと21健康長寿のまちづくり事業」の地域指定を受け、その拠
点として保健・医療・福祉の各施設と在宅療養を一体化した
福祉医療センターを建設し、市全体を「しあわせの村」にしよう
とする「松戸市しあわせの村」構想を打ち出していた。

こうした中で、財団は同構想に参画するべく交渉を重ね、
1991（平成3）年11月に松戸市議会において民間事業者としての
起用が決定。国立療養所松戸病院の跡地6万㎡のうち約2万㎡
を活用して、奈良事業に続く第2号施設としてウェル・エイジン
グ・プラザ「松戸ニッセイエデンの園」を建設することとなった。

ただ、同事業は地元行政の「松戸市しあわせの村」構想の一
翼を担うプロジェクトであったため、松戸市や厚生省をはじめ各
団体との事前協議や申請作業など、多くの時間をかけて綿密な
協議・調整が重ねられた。そして、1993（平成5）年4月、財団
は同園の建設に向けて本格的な事業活動を開始するべく、東
京都文京区湯島に東京事務所を開設。プロジェクトの拠点を
東京に置いたのは、厚生省をはじめとする行政折衝に便利だっ
たことに加え、入居希望者の多くが東京在住者と予想される
中、東京中心の募集活動を行う必要があったからであった。

前途多難の開設準備

奈良に続く第2号施設「松戸ニッセイエデンの園」は、奈良事
業の経験を活かして、さらに一歩進んだ WAC 施設とするべく
開設準備が開始された。しかし、ここにおいても施設建設に伴
う近隣住民との交渉は難航を極めた。特に松戸の場合、近隣
に住宅団地が立地するうえ、建設施設が12階建て3棟の計画
だったことから、高層建物に伴う日照権や電波障害の問題が不
安視され、1993（平成5）年9月からスタートした住民説明会はし
ばしば紛糾。近隣には建設反対の看板も掲げられるなど、奈良
の建設時をしのぐ大反対運動となった。

このため、財団は建設プランを見直し、翌1994（平成6）年3

月には建設施設の階層をそれぞれ12階、11階、10階とし、計
3フロアをなくす計画に修正したが、住民側はあくまでも高層
建物の建設に反対したため、なかなか歩み寄れなかった。そ
の後も調整・協議は重ねられ、1994（平成 6）年 12月に既存
の国立療養所建物の解体、翌 1995（平成７）年 3 月には新築
着工するに至ったが、住民側は1996（平成8）年1月に「ニッセ
イエデンの園」問題協議会を発足させるなど、交渉は建設工
事の間も続いた。そして、お互いの妥協点を見出すことがで
きたのは同年 12 月。実に、3 年以上もの長期にわたる交渉で
あった。

この間、1994（平成6）年12月に「松戸ニッセイエデンの園」が
首都圏初の WAC 事業施設として厚生大臣認定を受け、第2

号のモデル施設となった。
ただ、翌年から本格的に開始された入居者募集の動向は芳

しくなく、奈良事業の時と同様に精力的な募集活動を展開した
ものの、入居契約数は開園時まで伸び悩んだ。バブル崩壊後
の長期にわたるデフレ不況が深刻さを増す中、高齢者の資産
環境も著しく悪化していたと見られ、同園は前途多難の中で開
園の日を迎えたのである。

首都圏の地域福祉の拠点としてオープン

財団の第2号施設であるウェル・エイジング・プラザ「松戸
ニッセイエデンの園」は、1997（平成9）年2月に竣工。同月7日に
は、関係者を招いて「竣工式および竣工披露式典」が開催され、
当日は弟子丸兆生・財団理事長をはじめ宇野郁夫・日本生命
代表取締役社長、長谷川力・聖隷福祉事業団理事長が挨拶
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1989（平成元）年～1999（平成11）年

「松戸ニッセイエデンの園」本館玄関付近

一般居室（A1タイプ）

疾病予防運動センター
「ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸」

高齢者総合福祉センター
「ニッセイ松戸アカデミー」工芸室

『松戸ニッセイエデンの園倶楽部』創刊号（1996年2月）

在宅介護サービスセンター「ベル松戸店」

ウェル・エイジング・プラザ「松戸ニッセイエデンの園」施設配置図

に立ったほか、来賓の川井敏久松戸市長らより祝辞が述べら
れた。

そして、翌3月1日、待ちに待った開園の日を迎えた。「松戸市
しあわせの村」構想参画決定から約5年半の歳月をかけ、当初
の目標を半年ほど遅らせての満を持しての開園であった。

施設の概要は、有料老人ホーム363戸の居住施設を核とし
て診療所「松戸ニッセイ聖隷クリニック」、疾病予防運動センター

「ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸」、高齢者総合福祉
センター「ニッセイ松戸アカデミー」、在宅介護サービスセンター

「ベル松戸店」の5施設などからなる首都圏初のWAC事業に
基づく複合施設で、特に建物は有料老人ホームを中心とする3

棟の高層建物（10 ～ 12階）と、「ニッセイセントラルフィットネス
クラブ松戸」および「ニッセイ松戸アカデミー」が入る低層の別
館（1 ～ 2階）に分けられた。このため、別館の施設は地域住民
にとってより一層親しみやすく、利便性が高くなったことに加え、

「松戸市しあわせの村」構想の一端を担う同園の場合、近隣に
松戸市立東松戸病院や老人保健施設「梨香苑」などが立地し
ていたため、これらの施設との連携も期待された。

各施設の特徴として、有料老人ホームは10 ～ 12階の高層
建築であり、居室ごとに眺望や日照など居住環境が異なるた
め、同じ居室面積でも入園金に差を設ける方式が採用された。
また、疾病予防運動センターの「ニッセイセントラルフィットネス
クラブ松戸」は、駐車場を完備した別館の使いやすさと緑に囲
まれた眺望の良さから、郊外型のフィットネスクラブとして人気
を博し、開設当初から1,200名を超える地域会員を集めた。同
じく別館にある高齢者総合福祉センターの「ニッセイ松戸アカデ
ミー」は、ガラス張りのユニークな外観とともに、中2階の工芸室、
体育館としても利用可能な大ホール、講座や教室を開催できる
小ホールの3施設で構成されるなど、地域との交流が積極的に
図れる多目的利用の場として開設された。さらに、在宅介護サー
ビスセンターの「ベル松戸店」は、奈良施設での経験を踏まえ、
十分な独立スペースと畳のあるデイフロア、介護浴室を完備す
るなど、地域住民の積極的な利用を念頭に設計されるとともに、
事業収益を確保するべく、松戸市のデイサービスセンターを受
託する形でサービスを開始した。

こうして「松戸ニッセイエデンの園」は、奈良施設の経験を随
所に活かした形で事業をスタートしたが、懸念されていた有料
老人ホーム契約数の低調さは払しょくできなかった。折しも、日
本経済は都市銀行や大手証券会社までもが破綻する戦後最

大の金融危機下にあり、厳しい経済情勢の中で、開園時の入
居契約数は83戸、入居率22.9% という厳しい船出を余儀なく
されたのである。

なお、入居者は平均年齢71歳（男性72.5歳、女性70.2歳）、男
女比35％：65％、単身・同居比56％：44％で、ほぼ全員が首
都圏出身者であり、千葉県40％、東京都37％であった（いずれの

数値も1997年3月末）。

3 事業の拡大・安定化

在宅介護のワンストップサービスを確立 
―奈良ニッセイエデンの園

財団が奈良と松戸に施設をオープンした平成初期は、わが
国の高齢者福祉が大きく転換した時期であった。日本の高齢
化が世界に類を見ないスピードで進む中、政府は1989（平成
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1989（平成元）年～1999（平成11）年

河合町在宅介護支援センター（右）

訪問看護ステーション奈良とベル奈良店（奈良市）

「松戸ニッセイエデンの園 年齢別入園金プラン」の
ご案内パンフレット

W1タイプの居室

W2タイプの居室

元）年に「高齢者保健福祉推進十か年戦略」（通称：ゴールド

プラン）を策定。これは訪問介護やショートステイ、デイサービス
などの在宅福祉対策、特別養護老人ホームなどの施設対策な
どの目標値を具体的に掲げたもので、高齢化率が14％を突破
した1994（平成6）年にはさらなる目標値の引き上げを盛り込んだ

「新ゴールドプラン」が策定された。また、この頃から行政が福
祉サービスを提供する従来の「措置制度」から、利用者がサー
ビスを選択できる「契約制度」への転換と介護保険の構想が言
及され始め、これは1997（平成9）年の介護保険法成立という形
で結実することとなる。

こうした動きの中で、奈良・松戸の両施設は高齢者の「健康」
「生きがい」「安心」を形にしたモデル事業として、入居者はも
とより地域住民との交流・共生を目指した施設運営が行われ
た。中でも在宅介護事業は、社会的な期待と地域のニーズに応
えるため、開園後、積極的な事業展開が図られた。

まず「奈良ニッセイエデンの園」は、開園時に在宅介護サービ
スセンター「ベル西大和店」が開設されたが、その翌年、1993

（平成5）年5月には河合町より在宅介護の相談や介護機器の展
示・利用相談などを行う「河合町在宅介護支援センター」の業
務を受託。続いて、1994（平成6）年6月には地域の在宅看護・
介護サービスの拠点となるべく「訪問看護ステーション西大和」
を開設して、新たに訪問看護事業が開始された。これにより訪
問看護・介護からデイサービス、ショートステイなどの各サービ
スを同園で一手に引き受けることができる “ ワンストップ機能 ”
を確立。地域の在宅福祉のニーズに応えるため、積極的な営
業活動が行われた。

これに加えて、1997（平成9）年2月には奈良市内にサテライト
店となる「ベル奈良店」を出店。これは介護用品を販売する近
鉄百貨店と、介護相談を行う社団法人なら女性フォーラムと連
携した総合的な在宅介護拠点「奈良ヘルスケア・ステーション」
の一翼を担うもので、在宅介護サービスセンター「ベル」は西
大和と奈良で本格的な2店舗運営が行われた。その後、「ベル
奈良店」は、1999（平成11）年9月に県立奈良病院前に移設する
とともに、11月には訪問看護を行う「ニッセイせいれい訪問看護
ステーション奈良」が新たに併設された。

一方、「松戸ニッセイエデンの園」は、在宅介護サービスセン
ター「ベル松戸店」が松戸市のデイサービスセンターを受託す
る形でスタート。開園の翌年、1998（平成10）年10月には同市
のホームヘルプ事業も受託して、「ニッセイエデン　ヘルパース

テーション」を開設したことから、奈良の直営事業とは異なり、行
政との連携のもとで地域の在宅介護ニーズに対応した。

「年齢別入園金プラン」と「Wプラン」の導入
―松戸ニッセイエデンの園

特別事業の核となる有料老人ホームは、「奈良ニッセイエデ
ンの園」が開園後の早い段階でほぼ満室を達成したが、厳し
い船出となった「松戸ニッセイエデンの園」は、着実に新規入居
者を増やしたものの、開園 3 年目においても約半数が空室の
状況にあり、同園の入居者募集が財団にとって最重点課題と
なった。

このため、同園では従来の新聞広告や DM 発送に加え、見
学会を数多く開催するなど様 な々工夫を凝らした入居促進キャ
ンペーンを実施。その一つとして、1999（平成11）年6月には入
居希望者の年齢に応じて入園金が異なる「年齢別入園金プラ
ン」を導入した。これは入居時の年齢が高齢になればなるほど
入園金額が下がるが、一方で退去時の返還金の設定期間が短
くなる（10年の設定期間を5年に）というものであった。入居平均
年齢以上の高齢者にとっては入園時の前払い金（一時金）が低
くなるため、特に75歳以上の入居検討者には大きなアピールと
なり、新規契約者が大幅に増加した。

また、開園以来松戸施設は、居室面積55㎡以上の比較的広
めの部屋を中心に入居が進む傾向があり、逆に総戸数の半数
以上を占める居室面積43㎡のタイプは入居率が低調に推移し
ていた。このため、入居希望者のニーズに合わせて、居室をよ
り一層魅力的なものにするため、空室が目立つ43㎡タイプの3

居室を2居室に改造し、新たに60㎡超の広めの居室（W1・W2

タイプ）をつくることを計画。これは2000（平成12）年3月に W プ
ラン（W1タイプ＝66㎡、W2タイプ＝62㎡）として募集され、入居募
集の開始と同時に好評を博した。

さらに、同園では魅力的な居室づくりを目指して市場調査を
重ね、ワイドリビングやウォークインクローゼットを設けるなどの改
装も積極的に行った。

こうした努力の結果、同園の空室は毎年着実に減少して、
開園から6年目の2002（平成14）年度末には入居率89.6％とな
り、2004（平成16）年頃にはほぼ満室に近い状態にすることが
できた。
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2000（平成12）年～2012（平成24）年

調査研究報告書

高齢社会の望ましいシステムの創造―実践的
調査研究と専門技能志願者への奨学金助成

一方、財団の一般事業である調査研究事業と奨学金助成事
業は、急激に進む高齢社会に対応した新たな社会システムを
創造することを目的に、財団設立以降着実に実施された。

調査研究事業は、高齢者の健康・生きがい増進に関する内
容や高齢者の福祉サービスに関わる調査研究からスタート。奈
良・松戸のモデル事業がオープンしてからは、主に両施設を
フィールドとした実践的な調査研究が行われた。

また、奨学金助成事業は、高齢社会の進展に伴って介護に
関する専門知識・技能を持つ人材の必要性が高まっているこ
とから、財団設立の1989（平成元）年度から介護福祉士志願
者への助成を開始した。当初は関西地区在学生10人（1人当た

り年間24万円）からスタートして、順次支給人数を増やし、1993

（平成5）年には関東地区在学生にも拡大。さらに翌1994（平成

6）年度からは理学療法士や作業療法士の志願者にも対象を
拡大して、年間最大計50人を目途に助成を行った。

1 介護保険制度の幕開け

居宅介護支援事業の開設

高齢化の急速な進展に伴い、要介護高齢者の増加や介護
期間の長期化など介護ニーズがますます増大する一方、核家
族化の進行や介護家族の高齢化などの問題も深刻となった。
そんな中、2000（平成12）年4月に新たに介護保険制度が導入
された。高齢者の介護を社会全体で支える仕組みで、これに
より介護サービス利用者は自治体の措置として提供されていた
サービスを、契約のもとで自由に選択できるようになった。

この大きな政策転換を前に、財団では制度施行前から有料
老人ホーム事業の再構築と、在宅介護関連事業の発展に向け
た体制づくりなどが入念に検討された。とりわけ保険適用による
利用者の増加が見込まれる在宅介護分野においては、制度導
入に伴う新たな展開に向けた諸準備が進められ、同月中には
奈良と松戸の両施設で介護保険利用の窓口とも言える居宅介
護支援事業が新設された。

同事業は、要介護者が適切な生活支援を受けられるよう介
護支援専門員（ケアマネージャー）が、本人の希望や環境に応じ
てケアプランを作成、各種手続きを代行するもので、自治体の
指定を受けた「指定居宅介護支援事業所」として業務を開始。
指定を受けるにあたって、奈良は「ニッセイせいれい在宅介護
サービスセンター　ベル西大和店」と「訪問看護ステーション西
大和」の居宅介護支援業務を統合一本化し、新たに「ニッセイ
せいれいケアプランセンター西大和」を同年3月に発足させた。
松戸においては1999（平成11）年8月に「ニッセイエデン介護プ
ランセンター」が新設された。人員体制は、奈良が専任のケア
マネ2名のほか、専任に準じたケースワーカー 2名と兼務のケア
マネ約10名、松戸は兼務のケアマネ2名と業務支援のケアマネ
3名で構成された。

介護保険制度がスタートした初年度は、「ニッセイせいれい
ケアプランセンター西大和」、「ニッセイエデン介護プランセン
ター」ともに予想を上回るケアプランの作成依頼があり、奈良・
松戸ニッセイエデンの園の在宅事業における介護保険相談窓
口としての機能を遺憾なく発揮した。

「ニッセイせいれいケアプランセンター西大和」開設の
ご案内の記事

「ニッセイエデン介護プランセンター」
へのインタビュー

激動の中での事業再構築第3章

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

西日本 10 20 30 28 29 27 25 26 25 23 18 17 18 19 21 

東日本 − − − − 10 19 20 19 19 19 15 15 14 14 11 

PT/OT
※ 1 − − − − − 2 4 5 5 6 5 6 5 6 6 

 計 ※ 2 10 20 30 28 39 48 49 50 49 48 38 38 37 39 38 

累 計 10 30 60 88 127 175 224 274 323 371 409 447 484 523 561 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

西日本 28 26 22 20 24 28 25 22 24 24 24 21 23 20 21 

東日本 15 18 21 21 19 16 12 14 14 16 16 17 14 14 13 

PT/OT 7 6 7 8 7 6 13 13 12 10 9 11 12 14 14 

 計 50 50 50 49 50 50 50 49 50 50 49 49 49 48 48 

累 計 611 661 711 760 810 860 910 959 1,009 1,059 1,108 1,157 1,206 1,254 1,302 

奨学生数の推移 （人）

※ 1 PT：Physical Therapist（理学療法士）　　OT：Occupational Therapist（作業療法士）
※ 2 ・ 退学者は2003年度までは減算。（退学年次のみ減算。2年次退学の場合、1年次は減少せず2年次のみ減少させる。）
 ・ 2004 年度より退学者への奨学金返還を求めない（一部返還あり）とし、よって退学者の奨学生数減算も行わない。
 ・ 支給前辞退者、休学者は含まない。
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2000（平成12）年～2012（平成24）年

介護保険制度施行に伴う「有料老人ホームの
介護費用調整に関する相談」パンフレット

「河合町総合福祉会館」のパンフレット

「大宮市ソニックシティ在宅介護支援センター」の案内

介護金調整問題と管理費引き下げ

一方、介護保険制度の導入に伴い、奈良と松戸の有料老人
ホームでは、すでに入居者の自己負担で払い込まれている介護
費用（介護金）を保険制度のもとで調整する、いわゆる介護金調
整問題が課題となった。両施設は入居者の終身の介護費用を
入園金に含まれる介護金と管理費の一部で賄っていたが、介
護保険の導入により事業者側が介護報酬の給付も受け取るこ
とになるため、すでに入居者が自己負担で支払った介護費用
分（介護金）を調整・一部返還する必要が出てきたのである。

当初、財団は入園金の一部返還も検討した。しかし、実際の
介護報酬額が判然としなかったこともあり、最終的には月々 の管
理費で賄っていた介護費用部分を引き下げることで、重複する
介護費用分を調整する方針を決定。管理費の引き下げは、長
い目で見れば入居者の便益にもつながり、また今後の入居希
望者に対しても月額の管理費用負担が少ない方がアピールポイ
ントになると判断した。

こうして介護保険制度が始まった2000（平成12）年4月、両施
設は管理費の引き下げに踏み切ったが、入居者の理解を得るの
は一筋縄ではいかなかった。あくまでも入園金の一部返還を求
める入居者も少なくなく、説明会では時に怒号が飛び交う中で、
粘り強く誠意を持って調整が続けられた。そして、約1年後に管
理費引き下げの方針が決着。奈良施設の1人入居で１万2,800

円（2人入居は2万1,950円）、松戸施設の1人入居で１万5,500円
（2人入居は3万1,000円）の管理費引き下げが実施された。

花開いた在宅介護事業

奈良と松戸の両施設は、WAC 事業に基づき開園時から在
宅介護事業に取り組んでいたが、当初はすべてのサービスが利
用者の全額負担であったこともあり、運営状況は利用者数・訪
問回数ともに伸び悩んでいた。そのため、介護保険のスタートは
同事業にとって待望の追い風となり、実際、2000（平成12）年に
は利用者が急増。特に、施行前から在宅介護のワンストップ機
能を有し、地域に密着した事業展開を行っていた奈良の「ベル
西大和店」「ベル奈良店」は、同年の利用者数が前年比約2倍、
月平均訪問回数が同比2.5～ 4倍以上の大幅な増加を達成し、
同事業が一気に花開いた。また、同年8月には地元の河合町デ
イサービスセンターも受託して、同センターの PR と利用者確保

に努めた。
一方、松戸施設では1999（平成11）年8月に財団が受託した

埼玉県大宮市の在宅介護支援センター事業を編入（2001年5

月に大宮市の再編により「さいたま市ソニックシティ在宅介護支援セ

ンター」に改変）。松戸市の受託事業を中心に展開していた「ベ
ル松戸店」は、介護保険導入後、松戸市の受託事業終了に伴
い、介護保険指定事業（通所介護と訪問介護）へと移行する中で
新規利用者の獲得に努め、利用者数の増加とともに安定的な
運営を行った。

一般居室の介護サービスを拡充

介護保険制度の導入に伴い、奈良と松戸の有料老人ホーム
でも要介護認定基準に基づいた入居者の制度活用がスタート
したが、2000（平成12）年度末の要介護認定者数は奈良103

名、松戸39名におよび、介護報酬の請求額が当初の予想を大
きく上回った。このため、両ホームでは一般居室における介護
サービスの充実が図られるとともに、同年10月には奈良の介護
居室と一時介護室（静養室）を増設するなどハード面での整備
を進め、「ニッセイ聖隷クリニック」でも10床が療養型病床に転
換された。介護サービスの充実については、見守り入浴や大食
堂での配下膳介助など新たなサービスを開始したほか、音楽
療法を取り入れた「いきいきサロン」などの各種行事の内容を拡
充。さらには多様なニーズに対応するべく介護サービス基準の
見直しも図られた。

こうした中で、一般居室における介護サービスの増加に対応
するため、奈良は2003（平成15）年4月に生活サービス課から、
また松戸も2006（平成18）年4月に総合ケアサービス課からそれ
ぞれ分離独立する形で居室サービス課、一般居室サービス課
が新設された。

新設された両課では、健康運動指導士による「転倒予防教
室」や「脳いきいき教室」「健口体操」（誤嚥予防）などの介護予
防プロジェクトが実施されたほか、「認知症予防の運動」なども
実施された。

「いきいきサロン」のガーデニングについて取り上げた記事

転倒予防教室に参加する入居者

調整前① 調整後② 引き下げ額
①−②

奈良
1人入居 68,400 55,600 12,800

2人入居 102,100 80,150 21,950

松戸
1人入居 80,000 64,500 15,500

2人入居 125,000 94,000 31,000

調整前後の管理費水準 （税別、円）
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2000（平成12）年～2012（平成24）年

2 環境変化への対応

市場環境の変化と事業収支の悪化

介護保険制度の導入後、高齢者福祉をめぐる事業環境は劇
的に変化し、民間事業者が相次いで参入したこともあって、介
護サービス事業所数は急激に増加した。中でも有料老人ホー
ムは、制度導入年の2000（平成12）年7月から2005（平成17）年
7月までの5年間で、349施設から1,418施設へと4倍以上に増
加（厚生労働省調べ）。加えて、低価格の有料老人ホームや高
齢者向け共同住宅、サービス付き高齢者向け住宅など、多様な
高齢者施設が登場し利用者の選択肢が広がる一方、規制逃れ
の施設の増加や入居金返還のトラブルなどの問題も目立つよう
になった。また、事業所数の増加に比例して有料老人ホームの
居室数も急激に増大したため、立地条件の悪いホームや高価
格のホーム、新築ではない再募集の居室などを多く抱えるホー
ムなどは、入居募集では不利な状況となり、定員に満たない施
設も現れるようになった。

こうしためまぐるしい業界変化の中で、財団は高齢者の「健康」
「生きがい」「安心」をテーマに、奈良・松戸の両施設で質の
高いサービスを提供したが、一方で財団の資金収支は徐 に々
悪化。2004（平成16）年には事業収支が赤字に転落し、苦しい
運営環境を余儀なくされた。事業収支の悪化の主な要因は、
奈良施設が1996（平成8）年、松戸施設が2004（平成16）年にそ
れぞれ満室状態となる中、入退去の回転サイクルが当初の想
定よりも長期化し、新規入居戸数に伴う入園一時金収入が減
少したことだった。また、高い入居率を維持してきた奈良施設
が、開園から15年ほどが経過した段階で、空室が目立ち始めた
ことも事業収支の悪化に拍車をかけた。そもそも財団設立当初
は、各地に同様の施設を相次いで建設する構想であったが、そ
れもバブル崩壊後の厳しい経済情勢の中ですでに立ち消えて
いた。2つの施設だけで資金循環させなければならない苦しい
状況に加え、バブル期に調達した借入資金の高い金利負担も、
財団に重くのしかかったのである。

このため、財団は2006（平成18）年から運転資金として新た
な借り入れを実施。続いて、翌2007（平成19）年以降も奈良、
松戸の両施設において追加借り入れを行うことで、財団本部と
施設が一体となってこの難局に対処し、収支改善に向けた取り
組みを推進した。

聖隷福祉事業団との提携関係を改定

財団は、もともと日本生命と聖隷福祉事業団の共同事業でス
タートしたが、奈良と松戸の両施設で提供される介護・医療
などのサービス全般は聖隷福祉事業団が受託事業として請負
い、財団の事業収支に応じて業務委託料が支払われていた。
しかし、開園から奈良が15年、松戸で10年の月日が経過する
中で、日本生命と聖隷福祉事業団の関係をさらに発展させ、よ
り一体感をもって共同事業に当たることを目的として、2007（平

成19）年には聖隷福祉事業団との委託契約を改定。施設で働
く聖隷福祉事業団の全スタッフが出向職員となり、財団の一員
となる契約が結ばれた。これにより財団は、施設に関わる労務
管理費が固定かつ明確化されるとともに、真の共同事業として
財団本部と施設の一体感も醸成されることとなった。

また、共同事業発展の一環として、同年2月には千葉県市川
市本八幡に設置していた東京事務所を「松戸ニッセイエデンの
園」内に移転。これと併せて、翌2008（平成20）年4月には入居
募集業務の強化を目指して新たに「奈良募集広報室」と「松戸
募集広報室」をそれぞれ発足させた。従来、入居募集活動は日
本生命の出向者（総合職）が担当していたが、数年ごとに担当
者が入れ替わるため、募集ノウハウの蓄積ができていないこと
が課題であった。そこで新たに発足した両募集広報室は、施設
の現場に通じた聖隷福祉事業団の女性スタッフを中心に構成
した。入居検討者の窓口として、ソフトかつ配慮の行き届いた
接遇対応と、高齢者に寄り添う福祉の精神で募集活動にあた
り、その後の実質100％の入居率の維持と多くの入居待機者を
抱える両園の人気へとつながった。

在宅介護事業の縮小と「松戸共同WAC」認可

在宅介護・看護事業は、奈良と松戸の複合施設としての特
徴を活かした安定的な事業運営が行われていたが、介護保険
制度導入から5年ほどが経過すると、事業所数の増加に伴い、
地域内で同業他社との競合が激化。併せて2006（平成18）年
4月の介護保険制度改正では、介護報酬の給付抑制も実施さ
れたため、在宅介護関連の事業収入が大幅に減少した。また、
介護・看護職員の確保が次第に困難を極める中で、採用費用
などの増加も同事業の収支を圧迫した。財団は介護保険が導
入された一時期に、在宅介護関連事業の拡大を企図したことも

松戸ニッセイエデンの園の入居者募集パンフレット
（2010年）奈良ニッセイエデンの園の入居者募集パンフレット

（2006年）

松戸ニッセイエデンの園の入居募集パンフレット
（2005年）

奈良ニッセイエデンの園の入居者募集パンフレット
（2012年）
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2000（平成12）年～2012（平成24）年

あったが、事業環境が急速に悪化したことに加え、収支改善が
財団の至上命題となり、同事業は徐 に々縮小。2003（平成15）

年3月には松戸施設が受託していた「さいたま市ソニックシティ
在宅介護支援センター」が、2006（平成18）年3月には奈良施設
の「河合町在宅介護支援センター」がぞれぞれ収束した。

そして2007（平成19）年、松戸の在宅介護事業が全面的に
見直された。同施設のデイサービス事業（通所介護事業）は、介
護保険導入を契機に松戸市の受託事業が収束し、その後は月
間延べ利用者300名未満の小規模型事業所として運営してい
た。しかし隣接する聖隷福祉事業団の特別養護老人ホーム「松
戸愛光園」（2003年5月開設）が同様の在宅介護事業を展開し
ていたため、グループ法人間で競合するのは得策ではないと判
断。同年3月に松戸施設の「ニッセイエデン介護プランセンター」
を、翌2008（平成20）年3月にデイサービス事業をそれぞれ収束
して、事業を「松戸愛光園」に移管・統合した。

ただ、松戸施設は WAC の規定上、デイサービス事業を有す
る必要があったため、同事業については「松戸愛光園」との共
同 WAC として再申請を行った。同年6月に松戸共同 WAC が
認可され、「松戸共同 WAC 事業協議会」が8月に立ち上げら
れた。この在宅介護事業の再編に伴い、松戸施設では収支改
善の一環としてデイサービス移管後の空きスペースに、5つの一
般居室が増設された。

また、2009（平成21）年3月には、奈良施設が河合町から受託し
ていたデイサービス事業も収束し、2015（平成27）年9月には、店舗
集約化のため、サテライト店である奈良店を閉鎖するに至った。

「ふれあいイベント」や「子ども工作教室」の開始
―高齢者総合福祉センター

在宅介護・看護事業と同様、WAC 事業にもとづく高齢者
総合福祉センターも、時間の経過とともに入居者や周辺地域の
高齢化が進むなど事業環境が変化。文化活動への参加者が
伸び悩む中で、新たな取り組みが実施された。

高齢者総合福祉センターは、高齢者の生きがい増進を目的に
趣味や娯楽、教養などの各種イベントを開催。奈良の「ふれあい
プラザ」（2000年4月より同名称に変更）では歴史などの文化教
養講座や音楽・映画観賞会を中心に、松戸の「ニッセイ松戸ア
カデミー」では本館ロビーラウンジのロビーコンサートや工芸室・
アトリエを活かした文化教室など、それぞれの特徴を活かした活

奈良ニッセイエデンの園で開催された
「クラシックファンのためのコンサート」パンフレット

（2018年）

「子ども工作教室」の様子

80歳以上年齢別入園金プラン導入にあたっての
入居契約書・パンフレット

動が行われてきた。しかし、開園当初、70 ～ 71歳だった入居者
の平均年齢が年 上々昇して80歳に近づき、周辺地域の高齢化
率も高まる中で、要介助者の増大から人気の外出企画を断念す
るなどの対応も余儀なくされ、次第に参加人数は伸び悩んだ。

このため、両センターでは既存の文化活動に加えて、参加者
の高齢化に対応したイベントを企画するなど新たな取り組みを
実施。奈良の「ふれあいプラザ」では、2006（平成18）年から誰
もが気負わず参加できるイベントとして奈良フィルハーモニー管
弦楽団や関西二期会正会員のソプラノ歌手など実力ある音楽
家の協力を得て1時間の音楽コンサートを開始。これが人気を
博したことから、音楽コンサートから派生して著名な落語家や
奈良を代表するお寺、日本画家などを招いての講演会も企画し
て、これらの催事は「ふれあいイベント」として毎月の定期行事と
して定着した。このほか高齢化に対応した企画として、絵手紙
やフラワーアレンジメントなど参加継続のための工夫を凝らした
10人規模の体験教室、県内で活躍している団体や話題のお店
を中心に紹介する展示会・お茶会、催事場まで来ることができ
ない人のための出張企画なども新たにスタートさせた。

また、松戸の「ニッセイ松戸アカデミー」では、2009（平成21）

年頃から新たな取り組みを開始。従来の文化教室に加えて、
新たに絵手紙や陶芸、中国語、大正琴、押し花の教室を立ち上
げるなどして参加者の増加を図ったほか、別館ロビーや大ホー
ルを利用した展示会・フリーマーケットなどの開催により地域
住民とのより一層の交流促進が推進された。さらに、2011（平

成23）年からは入居者ボランティア団体主催による「子ども工作
教室」が開始され、新たな世代間交流も図られた。

環境変化に対応、入園金引き下げへ

ほぼ満室の状態を維持していた奈良施設は、開園15周年を
迎えた2007（平成19）年前後から一般居室の空室が目立つよう
になった。死亡退去や介護居室への住み替えの増加に対して
新規の入居契約が追いつかなくなったためで、同年度末の空
室は16戸と開園初期以来の2ケタ台に増加。それまで95％以上
を維持していた一般居室の入居率も、2008（平成20）年に95％
未満へと低下した。

この間、同園は空室の早期入居契約確保のため、2007（平

成19）年2月に「80歳以上年齢別プラン」を導入した。これは松
戸施設の「年齢別入園金プラン」の経験を活かしたもので、80
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2012（平成24）年～2019（平成31）年

歳以上の入居検討者は年齢に応じて入園金が割安になるた
め、新規契約の増加には一定の効果があった。ところが退去
戸数と介護居室への住み替え増加がそれをさらに上回り、結果
として翌2008（平成20）年の空室は25戸に増え、一般居室と介
護居室を合わせた入居契約率は91.9％にまで落ち込んだ。

この状況に、財団は同園を取り巻く環境の変化を痛感した。こ
れまでは日本生命の信頼感と聖隷福祉事業団の質の高いサービ
スを背景に、多くの待機登録者も確保していた。しかし、開園か
ら15年が経過し、多様な高齢者施設の出現とともに入居検討者
の選択肢が広がったため、「ニッセイエデンの園」だけが安泰とい
う時代ではなくなっていた。加えて、2008（平成20）年9月には米
国のリーマン・ブラザーズ証券の経営破綻をきっかけに、世界的
な金融危機が発生。「100年に一度」と言われる経済不況が巻き
起こり、有料老人ホームの市場でも競争が激化した。こうした中
で良好な運営環境を維持するには、質の高いハードとソフトの提
供はもちろんのこと、環境変化に応じた募集活動が重要と判断。
2009（平成21）年10月には入園金を改定して、価格を平均15.6％
引き下げるという、開園以来初の値下げを断行したのである。

通常、既存の入居者がいる有料老人ホームでは、表立った
入園金の値下げは許されないのが常識である。同園でも入居
者の厳しい反発・クレームが予想されたが、施設運営の基盤を
も揺るがしかねない現状の環境変化を見過ごして、事業そのも
のが立ち行かなくなることだけは回避しなければならなかった。

こうして財団は入園金の引き下げに踏み切り、例年にない多く
の新規契約を獲得したが、退去戸数との関連もあり入居率の改
善は限定的なものとなった。そのため、同園ではその後も数年にわ
たり市場ニーズに合致する適正価格帯のリサーチに腐心した。そ
して、2012（平成24）年4月には前払金の返還基準の明確化など
を目的に老人福祉法が改正され、厚生労働省より入園金の算出
根拠モデルなどが示されたため、財団はこれを機に奈良と松戸の
入園金、返還金期間、初期償却率（非返還割合）の見直しを実施。
翌2013（平成25）年4月に同省のモデルを背景にした改定が行わ
れ、入園金については奈良で平均9％、松戸で平均7％の値下げ
が実施されたほか、返還金期間は10年から15年に変更された。

この価格改定の影響もあり、同年の新規入居戸数は両施設
で47戸に達し、入居率も奈良で96.1％、松戸で98.3％を達成。
両施設ともに、一般居室の空室が激減した。

こうした積極的な募集活動の結果、2004（平成16）年より赤字化
していた事業収支は2010（平成22）年より黒字基調へと転換した。

1 高齢者あこがれのブランドへ

新公益財団法人の認定

一般に財団法人や社団法人などの公益法人は長きにわたっ
て民法により規定されていたが、新世紀における行政改革の議
論の中で公益法人のあり方が見直され、2006（平成18）年5月に

「公益法人制度改革関連3法案」が成立した。これを受けて、
2008（平成20）年12月より、同3法案の施行と新公益法人制度
がスタートすることとなった。従来の主務官庁による許可制度が
廃止されるとともに、現行の財団法人・社団法人は「一般財団
法人」「一般社団法人」「公益財団法人」「公益社団法人」の
4つに分けられ、前者2つは一定の要件を満たした登記のみで
法人格が取得できるようになった。一方で、公益性を目的とした
後者2つについては、内閣府などに設置された公益認定等委員
会の認定を受けることが定められた。また、新制度への移行に
は5年間の猶予が認められ、その間に新制度に基づくいずれか
の法人格を取得することが求められた。

こうした中で財団は、有料老人ホームの運営を核とした「だれ
もが安心して、安全に、健やかに、そしていきいきと生活できる、
より良い地域社会づくり」の理念のもと、新公益財団法人への
移行を目指して、2010（平成22）年8月に同法人の認定を申請。
約2年半にわたる審査期間を経て、2013（平成25）年4月に内閣
府より公益財団法人の認定を受けた。

認定にあたっては、公益性が認められるまでに予想以上の
時間を要した。拠出された財産を根本規則の寄附行為に則っ
て運営する一般の財団とは異なり、有料老人ホームを柱として、
入居者から支払われる事業収入や借入金で運営されるなど、
極めて事業性の高い財団であったからである。だが、最終的に
は調査研究事業や奨学金助成事業に加え、WAC に基づく複
合施設の一体整備と、より地域に開かれた事業展開が、公益
性の基準を満たすとして評価された。財団の設立から24年。
WAC のモデル事業の実践・継続は決して平坦な道ではなかっ
たが、その労苦が報われた瞬間であった。

同時に、多様な高齢者向け住まいが増加する中での公益財
団法人の認定は、財団の社会的信用をより一層高め、入居者
や利用者に対して絶対的な安心感や永続性を担保する上で
も、大きな意味があった。

大介護時代の新たな挑戦第4章

入園金の改定と共用施設のリニューアルを報じるビラ
（2013年4月）

入園金の新価格改定を報じるビラ（2009年10月）

公益財団法人の認定証（2013年4月）
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2012（平成24）年～2019（平成31）年

あんしん電話のパンフレット（2013年）

事業化に向け、高齢者の見守りシステム
「あんしん電話」を調査研究

公益財団法人の認定により、財団の事業は大きく2つに区分
された。調査研究事業と奨学金助成事業および施設の設置・
運営事業からなる「公益目的事業」と、公益目的事業以外の施
設の設置・運営事業の「その他の事業」である。中でも公益性
が認められる調査研究事業においては、奈良・松戸地域をこ
えて幅広く地域に貢献でき、将来の事業化も視野に入れた、実
践的な調査研究に本格的に取り組んだ。その一つとして2012

年・2013年度から、高齢化率の高い松戸市内の梨香台団地
を事例とした、高齢者の見守り体制の在り方に関する調査研究
を開始した。

同研究は、財団から委託を受けた NPO 法人コミュニティ・
コーディネーターズ・タンク（CoCoT）が2011（平成23）年から取
り組む、地域による高齢者の見守りシステム「あんしん電話」を
事例対象としたもの。「あんしん電話」は、地域の医療機関や
介護施設などが見守りステーションとなり、週に一度、システム
に加入する高齢者のもとに安否を尋ねる自動電話をかける。応
答がないなどの不安がある場合には、友人や隣人などが担う見
守りボランティア、もしくは見守りステーションが連絡・訪問して
安否を確認するシステムだ。自動電話への応答は、状況に応じ
て「1：大丈夫」「2：ちょっと心配」「3：連絡が欲しい」と番号
を押すシンプルな仕組みであるため、高齢者でも簡単に操作が
できる。また、システムの運営・管理は、町会や自治会などの住
民組織が担うため、地域住民が互いに支え合うことでコミュニ
ティが再生され、住みやすいまちづくりへとつなげることが可能
になる。

調査研究では、この「あんしん電話」における地域見守り体制
づくりのプロセスなどを検証するとともに、見守り体制を支えるコ
ミュニティサロンのモデル化を実施。調査開始から6年目となる
2018（平成30）年には、「あんしん電話」の累計加入者は、松戸
市内の800世帯以上にまで広がる中で、事業化に向けた取り組
みが行われた。

奈良・松戸が業界トップレベルの評価を獲得

奈良と松戸の両施設は開園以来、高齢者が自らの意志で生
き生きと安心して暮らせる自立型有料老人ホームとして、質の

高いサービスを提供してきた。両施設の認知度が高まるにつ
れ、次第に外部からの評価を受ける機会が増えてきた。中でも
印象的なのは2012（平成24）年3月発行のビジネス誌『週刊ダ
イヤモンド特大号』の全国1,721ホームを対象とした「有料老人
ホーム ベストランキング」で、松戸施設が全国1位の評価を受け
たことである。同ランキングは、「入居率」「看護・介護体制の
充実度」「介護福祉士の介護職員に占める比率」「介護職員（常

勤）の退職率」など8つの指標をポイント化し、合計得点の高い
順にランキング化したもので、松戸施設は堂 の々100点満点を
獲得。奈良施設も県別のランキングで奈良県2位（85点）の高評
価を受けたのである。このことは両施設の入居募集活動の促
進に少なからず良い影響を与えると同時に、施設スタッフの大き
な励みともなった。

その後も、両施設は優れた有料老人ホームとしてたびたびメ
ディアに掲載されたほか、2015（平成27）年には高齢者住宅経
営者連絡協議会主催の「リビング・オブ・ザ・イヤー 2015」で、
松戸施設が優秀賞を受賞した。また、2016（平成28）年5月には
ビジネス誌『ダイヤモンド Select』の全国2,930の介護付有料老
人ホームを対象とした都道府県別「有料老人ホームランキング」
も、松戸施設は千葉県の自立混合型部門で1位（91点）、奈良
施設は奈良県の介護型・自立混合型部門で3位（89点）という
高い評価を維持した。

「エデン版の地域包括ケアシステム」の実践
―奈良ニッセイエデンの園

奈良と松戸の両施設は、2012（平成24）～ 2013（平成25）年
頃には実質100％の入居率を達成し、多くの待機登録者を抱え
る施設となったが、一方で開園から15 ～ 20年が経過すると、
入居者の平均年齢は80歳を超え、加齢とともに要介護認定者
も増加した。そのため、「健康」「生きがい」「安心」をテーマと
する自立型ホームとして、入居者が最期まで自立した生活を送
れるよう、様 な々取り組みを実施しながら、さらなる入居者満足
度の向上に努めた。

奈良施設では2012（平成24）年に開園20周年を迎えたのを
境に、介護居室の増室と共用棟・介護フロアの改修、さらには
大食堂および喫茶ラウンジのリニューアルなど、環境整備を実
施した。加えてサービス提供の施設方針として、認知症介護の
理念である「パーソン・センタード・ケア」の考え方に基づき、

『週刊ダイヤモンド特大号』（2012年3月発行）

「リビング・オブ・ザ・イヤー 2015」優秀賞の表彰状（左）
受賞を報じる看板（右）
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2012（平成24）年～2019（平成31）年

利用者視点に立ったトータルケアサービスを展開。計画的な認
知症ケアマッピングや「頭の体操（軽度認知症チェック）・運動機
能管理・栄養管理」の3つを柱とする認知症予防短期集中プロ
グラムを開始した。

また、2017（平成29）年には、入居者が自立した生活を最期ま
で送ることができるような総合的なサービス「エデン版の地域包
括ケアシステム」の提供に向け、「いきいき生活室」が設置され
ると同時に、「認知症講座2017」が開講された。「エデン版の
地域包括ケアシステム」は、日本の高齢化が諸外国に例を見な
いスピードで進む中、厚生労働省が推進している地域の包括的
な支援・サービス提供体制「地域包括ケアシステム」に準じたも
ので、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援のもと、人生の最
期まで自分らしい暮らしを続けることを目指したものであった。

さらに、地域との交流も積極的に行われ、園内に立ち上げら
れた地域連携グループを中心に「出張介護講座」「介護の日ふ
れあいフェスタ」「防災フェスタ」などが開催された。

入居者の“我が家”となる「松戸ビジョン」の制定
―松戸ニッセイエデンの園

一方、松戸施設においても、利用者視点に立ったトータルケ
アサービスとして「パーソン・センタード・ケア」と認知症ケア
マッピングが取り入れられたほか、入居者個 の々残存能力の把
握と、生活リハビリの支援などにより個別性を重視した介護サー
ビスを実施。さらに、より質の高いサービスの提供を目指して、
2014（平成26）年には松戸施設に関わるすべての人が共有し、
遂行する目標として「松戸ビジョン」が次のように掲げられた。

【松戸ビジョン】
一、すべての入居者の「我が家」となります
二、名実ともに№1と評価されるホームとなります
三、将来を見据えた整備を計画し遂行します

同施設では、このビジョンのもと入居から看取りまでを支える
トータルケアを実践。また、入居者への食事サービスの質向上
と効率化を目指して、2017（平成29）年には初めて大食堂が直
営化され、翌2018（平成30）年4月には食事サービス課が新設さ
れた。

さらに、地域との交流も深められ、2014（平成26）年には施設

あすかフロア増室に関する記事

「介護の日ふれあいフェスタ」の様子（2018年）

の別館大ホールが松戸市の111カ所目の一時避難所に指定さ
れた。松戸市危機管理課による指導のもと、近隣団地自治会
や、松戸市立東松戸病院などと合同避難所運営訓練が実施さ
れたほか、2015（平成27）年には同施設の介護予防や認知症
対応などの取り組みとして、認知症看護認定の看護師が中心と
なって周辺地域に情報発信する啓発活動を行った。

2 次代に向けた取り組み

財団設立30年を迎えて

わが国の急速な高齢化は、医学の進歩と医療制度や各種生
活保障制度の充実などによってもたらされ、2007（平成19）年に
は高齢化率が21％を超え、世界に先駆けて「超高齢社会」に突
入。その後も高齢化の勢いは留まることなく、４人に１人が高齢
者となる時代を迎え、2018（平成30）年には高齢化率が28.1％
に達し、70歳以上人口も初めて20％を超えた。特に核家族化
の進展に伴う大都市部の高齢化は顕著で、介護を担う家族の
不在や高齢者が高齢者を介護する「老 介々護」の問題も顕在化
する中、地域社会全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステ
ム」の構築が焦眉の課題となった。

この間、介護需要の増加に伴い、民間の介護サービス事業
所数も急増した。有料老人ホームにおいては介護付ホームの
増加はもとより、2006（平成18）年の介護保険法改正による総量
規制と老人福祉法改正による定義拡大を受けて、住宅型有料
老人ホームが飛躍的に増大。結果、全国の有料老人ホーム数
は2007年からの10年間で約５倍近くに増え、2017（平成29）年
には1万3,525施設を数えるに至った。

こうした中で、財団は経営の安定化と財政基盤の強化に努め
るとともに、奈良・松戸の両施設では新規入居者の募集活動
に注力。2013（平成25）年頃からは両施設ともにほぼ満室の状
態となり、それぞれ100組以上の待機登録者が空室を待つ人
気施設としての地位が確立された。そして、財団は2019（令和

元）年7月、晴れて設立30周年を迎えたのである。
振り返れば、財団の30年は激変する高齢者福祉の世界に

あって、有料老人ホームの理想像を先駆的に追い求めた歴史
であった。

その歴史は、わが国が本格的な高齢社会に突入し始めた平
成の初め、シルバー分野への参入を企図する日本生命と、同分

松戸ニッセイエデンの園の大食堂入口に飾られた額縁

奈良・松戸ニッセイエデンの園のパンフレット（2016年）
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2012（平成24）年～2019（平成31）年

野でパイオニア的地位を築いていた聖隷福祉事業団とのパー
トナーシップにより始まった。当時、全国の有料老人ホーム数
は300施設に満たず、施設介護については地域社会から隔絶
された閉鎖性や施設内で生活が完結する自己完結性など複
数の問題も指摘されていた。その中で、入居時自立型の有料
老人ホームである奈良・松戸の両施設は、厚生省が推進する
WAC 事業の第1号・第2号施設として開園。単に有料老人ホー
ムをつくるだけでなく、住居施設を核として健康・医療・福祉・
生きがいのトータルサービスを提供する複合施設を一体的に
整備することで、入居者のみならず周辺の地域住民にも開か
れた、新たな施設介護の在り方を提示するモデル事業としてス
タートした。

従来、入居者の負担金によって賄われる有料老人ホームが、
地域社会のためにその資源を活用するのは考えにくいことだっ
た。そもそもニュータウンや住宅団地の中に大規模な高齢者施
設をつくること自体、当時としては異例のことであり、それまで誰
も経験したことのない地域社会との交流・共生を目指した施設
運営は常に試行錯誤の連続であった。

また、厳しい時代の洗礼も受けた。バブル経済崩壊による入
居率の低迷や介護保険制度導入に伴う施設の急増と環境変
化による競争力の低下など、財団は30年の間にいくつもの試練
にさらされた。それでも高齢者の「健康」「生きがい」「安心」を
テーマに質の高いサービスを提供し続け、地域に開かれた施
設運営を貫くことができたのは、「この事業は一度始めたらや
められない」とする強い責任感と、目の前の高齢者一人ひとりに
真摯に向き合う職員のたゆまぬ努力があってこそであった。

現在、政府は地域社会全体で高齢者を支える「地域包括ケ
アシステム」の構築を推進。その中で、介護施設は地域の拠点
となるべくさらに一段高いレベルでの施設運営が求められてい
るが、奈良と松戸の両施設は20年以上前からこれらの課題に
取り組み、着実に成果を上げてこられたことは、今後の財団運
営においても大きな励みとなるであろう。

次代に向けた新たな取り組み

設立30周年を迎え、財団はすでに次代に向けた新たな取り
組みを始めている。

奈良施設では、入居からエンドステージまで入居者本人が
望む暮らしをできるよう、医療・介護・予防・住まい・活動と

参加の支援を包括的・継続的に行うエデン版の地域包括ケ
アシステムである「エデン包括ケアシステム」を2018（平成30）年
度より開始。このケアシステムの構築に園を挙げて取り組んで
いる。松戸施設においても、楽しく元気に長生きできる「健老長
寿」をモットーに、入居から看取りまでを支えるトータルケアを実
践。「すべての入居者の我が家となる」とのビジョンのもと、一人
ひとりに合ったサービスを提供できる№1の施設を目指している。
なにより両施設は、介護居室や駐車場が不足するなど現有敷
地が手狭となっており、さらには開園から20年以上が経過する
中で将来の建て替えに備えた用地確保も大きな課題である。そ
のため、施設敷地の拡大を視野に入れた隣地の確保もすでに
検討を開始している。

また、財団はこれまで培ってきた高齢者対応・介護領域の知
見を活かして、日本生命および日本生命と関連の深い法人との
協業取り組みも積極的に実施。日本生命グループ事業推進部
の「ニッセイグループ夏休み自由研究フェス」への参画や人材開
発部の「各総合職1年目研修」受け入れ、さらにはニッセイ文化
振興財団との「入居者オペラ鑑賞ツアー」、ニッセイ緑の財団との

「子ども工作教室」をそれぞれ開催するなど、協業による社会貢
献を推進している。

一方、奨学金助成事業においては、これまで介護福祉士・
理学療法士・作業療法士を目指す学生を対象としていたが、
2019年度からは言語聴覚士を目指す学生も新たに助成対象
に加えた。言語聴覚士は、音声障がい・失語症などの言語障
がい、聴覚障がい、嚥下などに障がいを持つ人の検査・指導・
訓練などを担当する専門職で、有資格者数が3万人を超える

（2018年3月現在）など、リハビリ機能を有する高齢者施設では同
職のニーズが高まっていることがその背景であった。

調査研究事業においては、これまで以上に実践的な調査研
究が本格的に取り組まれている。例えば、松戸市内で展開して
いる地域による高齢者の見守りシステム「あんしん電話」は、す
でにいくつかの町会が同システムを導入するなど、超高齢社会
における地域見守り体制づくりの有効手段の一つとして評価が
高まっている。今後は、調査研究段階からいかにして自立した
事業へと脱皮していけるのか、さらなる展開が求められている。

また、2019年度からは歩行能力の向上を中心とした介護予
防プログラムの普及に関わる調査研究もスタート。生涯現役社
会の実現のため、高齢者がいきいきと暮らせる「健康寿命」の延
伸を目的とした実践的な調査研究が行われる。特に、高齢男性

エデン包括ケアシステムの取り組み

「ニッセイグループ夏休み自由研究フェス」への参加

「入居者オペラ鑑賞ツアー」を開催

奨学金助成について記載した
財団のホームページ

調査研究として行われた、河合町後援の
介護予防プログラムのビラ
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30周年記念メッセージ

部 門 紹 介部 門 紹 介部 門 紹 介部 門 紹 介が生きがいを感じながら介護予防を実践できる場の整備は社
会的にも遅れている。そのため、財団は WAC 事業で培った疾
病予防運動センター（スポーツ活動）と高齢者総合福祉センター

（文化活動）の機能を合体させた、高齢男性でも通いやすい介
護予防のコミュニティを創設するべく調査研究を重ね、将来的
には事業化も図っていきたい考えである。

現在、わが国では団塊の世代がすべて75歳以上（後期高齢

者）に達することで医療・介護の提供体制が追いつかなくなる、
いわゆる「2025年問題」が懸念されている。これまで高齢化の
問題と言えば、その「進展の速さ」だったが、これからは「人数の
多さ」が問題となる。そうした中で、財団は30年にわたり培ってき
た質の高いサービスと地域に開かれた施設運営を社会にどう活
かしていくのか。高齢者福祉を担う公益財団法人としての責務
は決して小さくなく、今後は WAC 事業の枠内にとどまらない新
たな有料老人ホームの開設・運営も検討していく必要があるだ
ろう。財団が進むべき未来を考えた時、そこには無限の可能性
が広がっている。ただ、それは同時にこれまでの30年と同様、決
して平坦な道のりではなく、苦難を伴うものであるかもしれない。

しかし、困難に直面した時、先人たちが築いた30年の歴史に
思いを馳せ、財団の使命である「だれもが安心して、安全に、健
やかに、そしていきいきと生活できる、より良い地域社会づくり」
を忠実に実践していけば、その先に次なる40年、50年の節目も
見えてくるであろう。

このたび、公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団が設立30周年を迎え、
30年史が発行されますことを心よりお祝い申し上げますとともに、この記念事
業を企画された関係者の皆様に対しまして、深く敬意を表します。

私は縁あって奈良、松戸の両ニッセイエデンの園で約7年間にわたり勤務
する機会をいただきました。関西、関東との違いもあり、在任中には大きな自
然災害も経験いたしましたが、皆様のご支援のもと総園長までの任務を全う
することができました。両施設での経験は私の大きな財産となっており、この
場をおかりして感謝申し上げます。

2019（令和元）年を迎えましたが、財団は平成の時代をWAC事業をもって
有料老人ホームを中心に先駆者として歩んでこられました。今後とも日本の
有料老人ホームの先頭に立って、地域社会とともに発展されることを祈念し、
お祝いの言葉とさせていただきます。

社会福祉法人 
聖隷福祉事業団
執行役員　
高齢者公益事業部
運営管理部長

渡辺 敬章

現在の財団本部事務所（日本生命梅田ビル4F）

奈良ニッセイエデンの園 ・介護付有料老人ホーム
　運営管理課
　生活サービス課
　居室サービス課
　介護居室サービス課
・奈良募集広報室（財団本部　事業企画推進部）
・高齢者総合福祉センター「ふれあいプラザ」
・ニッセイ聖隷クリニック
　医局・医療技術事務課
　看護課
・ウェルネスクラブ　ニッセイ・アーク西大和
・奈良ベテルホーム　 　　　　　  

　医局・医療技術事務課
　通所リハビリテーション
　入所フロア 2 階・3 階
・ニッセイせいれい在宅介護サービスセンターベル西大和店
・訪問看護ステーション西大和
・ニッセイせいれいケアプランセンター西大和
・リハビリテーション室

　　
松戸ニッセイエデンの園 ・介護付有料老人ホーム

　運営管理課
　生活サービス課
　食事サービス課
　一般居室サービス課
　介護居室サービス課
・高齢者総合福祉センター「ニッセイ松戸アカデミー」　
・松戸募集広報室（財団本部　事業企画推進部）
・松戸ニッセイ聖隷クリニック
　診療部 ・ 医療技術事務課
　看護介護課
・ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸
・ニッセイエデンヘルパーステーション

　　
財　団　本　部
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介居室サービス課は、介護職、看護職、リハビ

リ職、事務員の総勢30名弱の職員がご入居
者の皆様の自立に向けた生活支援サービス
と介護サービスを提供させていただいていま
す。気配り上手な職員や聴き上手な職員、笑
顔の素敵な職員そして芸達者な職員など多才
な職員が多く、どのような仕事にも前向きに、
そして笑顔を大切にしています。これからもご
入居者から信頼される居室サービス課として
一致団結して取り組んでいきたいと思います。

運営管理課は、総務、経理、施設の3つの
係で構成されています。総務係は労務管理、
人事、給与、社会保険や福利厚生の窓口、施
設基準などの公的申請などを担当します。経
理係は予算・決算、介護保険や管理費請求、
業者支払いなどを担当します。施設係は設備
整備や保守管理に加え、エデンバスの運行業
務を担当します。ご入居者と職員双方に関わ
り、法や規則改正、社会情勢をふまえた対応
が必要なため、信頼される職場づくりを目指し
ています。

介護居室サービス課は、職員が24時間常
駐し、お一人での生活が日常的に困難な方の
サポートをしています。食事介助、排泄介助、
入浴介助などをはじめ、医療機関との連携（定
期健康診査、定期診療）を医師、看護師、介護
福祉士、理学療法士が専門職としての力を発
揮し、一人ひとりのニーズに応じた支援を目指
しています。「最期までその人らしく生活でき
ることを支える」をモットーに、職員一同笑顔を
絶やさずサービス提供を行っています。

生活サービス課は、ご入居者の皆様にもっ
とも身近な場所として、お食事のお申込み・
園内生活全般のご相談をお受けしています。
また、四季折 の々行事を通じて、ご入居者同
士・職員との交流に重きをおきながら、行事
企画を行っています。毎日の介護予防活動に
おいては、バリエーション豊かなプログラムを
用意しています。生活サービス課は、「明るく
笑顔で元気よく！」を合言葉に、ご入居者の皆
様の生活を支えてまいります。

奈良募集広報室では、将来、当園へのご
入居を検討しておられるお客様の施設見学
や入居相談だけでなく、入居確定後の居室
リフォーム打ち合わせ・契約締結事務なども
行っております。また、幅広く当園をＰＲするた
めに、新聞・雑誌などへの広告掲載に加え、
各種イベントにも参加しております。新入居者
の皆様が将来当園に入居して本当に良かった
と心の底から思ってもらえるよう日々 努力して
おります。

奈良ニッセイエデンの園は、ニッセイ聖隷健康福祉財団の第1号施設として1992

（平成4）年4月に開園いたしました。当園は、1989（平成元）年からスタートした厚生
省の「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業（通称WAC事業）」の事業認定を全国で
初めて受けた施設です。開園以来、27年間、高齢者が健康で安心し、生きがいをもっ
て暮らせるまちづくりを目標に、職員が一丸となり地域社会への貢献にも取り組んで
まいりました。豊かな自然環境・歴史遺産に囲まれた住宅都市、河合町で事業を
続けてこられたのも、ひとえにご入居者・ご利用者・ご家族はもちろん、関係機関・
地域住民の皆様のご支援の賜物であると深く感謝しております。
私は、9代目の総園長として着任したばかりですが、これまでこの地で積み上げ

た経験を大切にしながら、「私たちは、一人ひとりを尊重し、「健康」・「生きがい」・

「安心」を支援し続けます」の施設理念のもと、ご入居者・ご利用者が自分らしく最
後までお過ごしいただけるよう邁進してまいります。

奈良ニッセイエデンの園
総 園 長

村井  康隆

介護付有料老人ホーム　居室サービス課

介護付有料老人ホーム　運営管理課 介護付有料老人ホーム　介護居室サービス課

介護付有料老人ホーム　生活サービス課 奈良募集広報室（財団本部 事業企画推進部）

部門紹介　［奈良ニッセイエデンの園］
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介私たちの活動テーマ“地域の皆様と共に学

び・愉しむ「ふれあいプラザ」”のもと、ご入
居者と地域の皆様に参加・交流いただき公
益的な福祉への貢献を目指しています。皆様
に「ふれあいプラザ」の活動にご満足していた
だけるよう、質の高いプログラムを提供してい
ます。年間約70講座・イベントを企画運営す
るスタッフは3名で、細心の準備と参加してくだ
さる皆様にご満足いただくための働きには妥
協を許しません。この事業に携わり一番、学び・
愉しんでいるのは私たちなのかも知れません。

人生100年時代の到来。我々が目指すの
はご利用くださる皆様方に活力のある生活を
送っていただけるよう、力強くサポ－トさせてい
ただくことです。跳んだり、はねたり、回ったり
と激しい動きは厳しくとも、ゆっくり歩いたり、
体を伸ばしたり、器具を使った運動をしたりし
て体に刺激を与え、心地よい爽快感を味わっ
ていただきたいと思います。また何より、皆様
の社交の場としてもたくさんの方がご来館さ
れておられます。多くの方のご来館をスタッフ
一同心よりお待ちしております。

医局は、内科・循環器内科・整形外科・
神経内科を中心に、医師8名で診療を行って
おります。入院・外来の皆様が安心して医
療を受けていただけるように努めております。
医療技術事務課は、薬剤師、臨床検査技師、
診療放射線技師、理学療法士、事務の合計
14名の職場です。患者様に寄り添う気持ち
を忘れず、皆様に気持ち良く医療の提供を受
けていただくことができるように日々奮闘して
おります。

医療技術事務課は、支援相談員、管理栄
養士、事務員が所属し、来訪されるご利用者、
ご家族、地域住民の皆様との一人ひとりの
関わりを大切にした窓口対応を心掛けていま
す。介護老人保健施設はご利用者の心身機
能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で
できる限り自分らしく過ごしていただけるよう
支援することが社会的役割であるため、医師
を始めとする様 な々専門職員が連携し、より良
い施設サービスの提供をこれからも目指して
いきます。

私たちの病棟では個室14室と5床室1室を
備え、医師・看護師が夜間も常駐し、治療・
看護を提供しています。患者様は、急性期の
方、終末期を迎える方、療養目的の方と様々
な方が入院されていますので、その方に合っ
た看護を提供できるよう職員一同日々 研鑽を
積んでおります。特に、患者様の「個性」や、
「その人らしさ」を尊重すること、その方の「望
みや想い」を汲み取り、「寄り添う」ことを何よ
りも大切にしております。

高齢者総合福祉センター 「ふれあいプラザ」 ウェルネスクラブ　ニッセイ・アーク西大和（セントラルスポーツ株式会社へ運営委託）

ニッセイ聖隷クリニック　医局・医療技術事務課 奈良ベテルホーム　医局・医療技術事務課

ニッセイ聖隷クリニック　看護課

通所リハビリテーションは、ご自宅で自分ら
しい生活が送れるように介護職やリハビリ職
と連携し必要なリハビリを提供しています。マ
シーンを活用した筋力トレーニングから手作り
の道具を使ったゲームなど、なるべく多くの要
望に応えられるように様 な々メニューを準備し、
ご利用者の方に選んでいただいています。お
菓子を作っておやつの時間に皆様に召し上
がってもらったり、施設の周りに散歩に出かけ
たりと、楽しみながら機能維持が図れる工夫
をしています。

奈良ベテルホーム　通所リハビリテーション
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ニッセイせいれいケアプランセンター西大和
は、介護支援専門員（ケアマネジャー）と事務員
の体制で、在宅で生活されている介護保険
認定者のケアマネジメント業務を行っている
居宅介護支援事業所です。「ご利用者・ご
家族を事業所全体で支える」をモットーに、こ
れからも連携強化とケアマネジメントの質の
向上を推進し、地域の中で頼りになる、チーム
ワークNo.1の選ばれた居宅介護支援事業所
を目指して頑張っていきます。

ニッセイせいれい在宅介護サービスセンター
ベル西大和店は、訪問介護、福祉用具貸与・
販売などの介護保険および介護保険外有償
サービスを行う在宅介護サービス事業所で
す。現在ヘルパーは総勢35名で、そのうち10

年以上在籍が半数以上、20年超えも5名在籍
しており、地域の在宅介護に長く貢献してきて
おります。これからも『あなたの介護を応援しま
す』を合言葉に、ニッセイせいれいケアプランセ
ンター西大和、訪問看護ステーション西大和と
共に地域の在宅介護を支えていきます。

リハビリテーション室は「いつまでもその人ら
しく過ごせるための支援全てがリハビリであ
る」という考えのもと、園内複数の事業所を横
断的に包括し、多職種協働による生活場面で
のリハビリを大切にしています。リハビリ職員
の評価により、やりたいこと、できそうなことの
役割を明確にし、ご入居者、ご利用者の生活
の中でできることを実践するように心掛けてい
ます。今後も、スタッフ個 が々「その人らしさ」と
は何かを考え、チームアプローチによるリハビ
リ提供に努めます。

訪問看護ステーション西大和は、1994年に
開設、介護保険施行後は医療・介護保険扱
の両面の訪問看護サービスを提供していま
す。若年層から高齢者まで、基幹病院や地域
の医師と連携を取り、難病や在宅療養のお世
話、看取り、精神科訪問看護を看護師・理学
療法士・作業療法士・言語聴覚士がご自宅
へ訪問しサービスを提供しています。職員同
士の連携と経験を活かし、子育て中、介護中
の職員も「お互い様」の気持ちで支え合いなが
ら業務を行っています。

ニッセイせいれいケアプランセンター西大和

ニッセイせいれい在宅介護サービスセンター ベル西大和店 リハビリテーション室

訪問看護ステーション西大和

入所フロアではご利用者の尊厳を守り、安
全に配慮しながら介護老人保健施設の役割
である「在宅支援・在宅復帰」に重点を置き、
専門職による生活リハビリを通し、ご利用者が
望む生活が1日でも長く送れるよう、また認知
症の方が「馴染みの場所」で「その人らしく」過
ごしていただけるよう、活動の提供や生活援
助を行っています。それらの支援は医師を始
めとする看護・介護・リハビリなどの専門職
員が連携し、多職種協働により総合的に支援
を行っています。

奈良ベテルホーム　入所フロア 2 階・3 階



64 65ニッセイ聖隷30年のあゆみ 30 Years of Nissay-Seirei Health and Welfare Foundation

部
門
紹
介食事サービス課は管理栄養士4名、調理師

5名、調理補助32名の大家族です。季節の
食材を使用した献立の作成や栄養面からの
サポート、日々 の体調の変化などに対応した食
事の提供に努めています。和食、洋食、中華
と一流店で修業した調理師が、探究心をもっ
て、日々 使用する素材と向き合って調理してい
ます。また、和風だしや野菜のブイヨンにもこ
だわり、ご満足していただける食事の提供に
努めています。

運営管理課は、総務係、経理係、施設係
の3つの係が連携を取りながら業務を行って
おります。業務内容は、総合案内でのご入居
者、ご来園者への対応から、ご入居者の月額
利用料の管理や施設内の修繕など多岐にわ
たっております。我 が々一番大切にしているこ
とは、ご入居の皆様に安心して生活していた
だくためのサポートです。当園を選んでいただ
いたご入居者、ご家族にご満足いただけます
よう皆様からのご意見・ご要望にお応えして
質の高いサービスを提供してまいります。

私ども一般居室サービス課は、一般居室に
お住まいの要介護認定を受けている方や、体
調を崩されたり、怪我をされたりして、一時的
にお手伝いが必要な方にサービスを行ってお
ります。女性中心の職場で、いつも明るく姦

かしま

し
い雰囲気です。迅速、誠実、丁寧な対応を心
がけ、ご入居者の皆様が安心して生活できる
よう日々 奮闘しております。

生活サービス課は、全ご入居者を対象に生
活のご支援を行っております。お元気な方か
ら介護を受けて生活されている方などのご相
談や、困っていることは様 で々すが、その都度
皆様に向き合い対応しております。また、介護
予防活動をはじめ様 な々行事やサークル活動
など、皆様の「生きがい作り」へのお手伝いも
行っております。よろず相談所としてご利用い
ただき、「ここを選んで良かった」と思っていた
だけますようご支援してまいります。

介護居室サービス課では、介護・看護の
専門職を中心にフィリピン、ベトナムの外国人、
障がいをもっている職員など様 な々人財が様々
な場面で、最高齢111歳のご入居者を先頭
に、約40名の介護居室・一時介護室の皆様
の生活を24時間365日途切れることなく支え
ています。終の棲家としての介護居室は、お
一人おひとりの価値観や生き方を大切に、最
期まで「その人らしく」を追及し、安心して過ご
していただけるよう、これからも寄り添ってまい
ります。

介護付有料老人ホーム　食事サービス課　

介護付有料老人ホーム　運営管理課 介護付有料老人ホーム　一般居室サービス課

介護付有料老人ホーム　生活サービス課 介護付有料老人ホーム　介護居室サービス課

松戸ニッセイエデンの園は、ニッセイ聖隷健康福祉財団の第2号施設として、また
高齢化への時代背景の中、首都圏では初めてのWAC施設として1997年3月1日に
開園いたしました。所在する松戸市は、1991年度に国から「ふるさと21健康長寿の
まちづくり事業」の地域指定を受けており、隣接する松戸市立福祉医療センター東
松戸病院とともに、その拠点となる「松戸市しあわせの村」構想の一翼を担うもので
もありました。
開園時、バブル崩壊後という厳しい経済情勢もあり、入居契約数は伸び悩みまし

たが、関係者の努力もあって2003年度に90％を超える入居率となった以降は、常時
高い入居率が維持されており、地域に根差した施設となったことへの喜びと期待を
ひしひしと感じております。開園から今日まで、常にご利用者の方 に々質の高いサー
ビスを提供することを心がけ、職員一丸となって資質向上に取り組んでまいりまし
た。今後も、当園の理念でもあります「私たちは一人ひとりを尊重し、“ここを選んで
良かった”と思っていただけるような施設づくり」を目指し、努力し続けてまいります。

松戸ニッセイエデンの園
総 園 長

中村  哲也

部門紹介　［松戸ニッセイエデンの園］
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松戸募集広報室は、開園当時は園外に事
務所を構えておりましたが、現在は園内別館
で入居者募集の業務を行っております。事務
所移転後は、ご入居者と日頃から接する機会
も増え、見学会などへの対応にも大変プラス
になっています。現在１００組を超える待機登
録者の方 の々フォローを中心に、定期的な見
学会運営など、今後もメンバー一同で「明るく」
「元気に」「楽しく」松戸ニッセイエデンの園
の発展に向け尽力してまいります。

松戸ニッセイエデンの園看護介護課は、勤
続20年になる職員をはじめ、半数以上が勤続
5年を超えています。年齢層は幅広く、男性職
員も新たに加わって和気藹

あい

々
あい

とした雰囲気の
職場です。入院・外来ともに緊急対応も多く、
常に責任と緊張を伴いますが、互いに声を掛
け励まし合いながら、頑張っております。人生
の大先輩である皆様の姿にこれからも教え導
かれながら、少しでもお力になれるようにと願
いつつ、努力してまいります。

「ニッセイ松戸アカデミー」では、ご入居者と
地域の皆様に開かれたカルチャーセンターと
してイベントや各種教室の運営をしています。
今後も「ふるさと21健康長寿のまちづくり事
業」を実践し、地域交流・支援を図り、皆様に
健康で心豊かに生き甲斐を持った暮らしのお
手伝いをしてまいります。

当スポーツ施設は、「0歳から一生涯の健
康づくりに貢献する」を経営理念に、ご入居
者の皆様や地域の皆様の健康づくりのパート
ナーとして、お一人おひとりの体力や目的に応
じた運動プログラムを提供、専門の運動指導
を行っております。これからもジムやスタジオ、
プール利用に来館される皆様が、「明るく仲
良く元気良く」いつも笑顔でお過ごしいただけ
るよう努めてまいります。

診療部・医療技術事務課は医師をはじめ、
医療事務部門、調剤薬局部門、臨床検査部
門、放射線科部門、リハビリテーション部門の
多職種が連携し、昼夜問わず診療提供体制
を整えている部署です。入院・外来診療、健
診を主な業務としてご入居者、近隣住民の
方 に々安心かつ安全な医療が提供できるよう
に日々 努めております。今後も受診されるお一
人おひとりに安心して診療が提供できる診療
所を目指し、スタッフ一同全力を尽くしてまいり
ます。

1997年5月に開設。松戸市委託事業の市
内7カ所目のセンターとして誕生しました。当
時は措置事業であり行政から民間への事業
委託は全国初で新聞にも紹介されました。現
在、開設当初から活躍しているヘルパーを含
めて経験を積んだ16名のヘルパーが在籍。そ
の方の思いに寄り添い、住み慣れたご自宅で
の生活を支援させていただいております。｢こ
こを選んでよかった｣と地域の皆様に満足して
いただける事業所を目標に、職員一丸となっ
て頑張りたいと思います。

松戸募集広報室（財団本部 事業企画推進部）

松戸ニッセイ聖隷クリニック　看護介護課高齢者総合福祉センター「ニッセイ松戸アカデミー」

ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸（セントラルスポーツ株式会社へ運営委託）

松戸ニッセイ聖隷クリニック　診療部・医療技術事務課 ニッセイエデンヘルパーステーション
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「だれもが安心して、安全に、健やかに、
そしていきいきと生活できる、

より良い地域社会づくり」を目指し、
地域社会に貢献する事業活動を今後とも推進してまいります。

部門紹介　［財団本部］

資 料 編資 料 編資 料 編資 料 編

役員会の運営・決算・規程の改廃など法人全体の管理業務や、奨学金助成・調査研究などの公益事
業、パンフレットやホームページ作成などの広報活動、施設運営支援などを担っています。本部は大阪・梅
田にあります。普段は１０名ほどの小所帯で静かですが、役員会や会議の際には多くの人で溢れます。これ
までと同様、これからも財団を健全に永続的に経営していけるよう、役職員一同努めてまいります。

財団本部

2019年度財団本部進発式

企画総務部 運営管理第一部・第二部
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常務理事
事務局長

会　長

事務局

常務理事

常任役員会

評議員会

理事長

理事会 監事会計監査人

健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

名称 公益財団法人　ニッセイ聖隷健康福祉財団
本部 〒530-0027　

大阪市北区堂山町3番3号　日本生命梅田ビル4階
TEL：（06）6315-0243（代表）　　HP：http://www.nissay-seirei.org/

奈良ニッセイエデンの園 〒636-0071　
奈良県北葛城郡河合町高塚台1-8-1
TEL：（0745）33-2100（代表）

松戸ニッセイエデンの園 〒270-2298　
千葉県松戸市高塚新田123-1
TEL：（047）330-8270（代表）

基本財産 10億円
役員 会　長	 山本	敏博 （社会福祉法人聖隷福祉事業団	理事長代表執行役員）

理事長（代表理事）	 古市　	健 （日本生命保険相互会社	代表取締役副会長）

常務理事（業務執行理事）	 遠松	健史
常務理事（業務執行理事）	 鈴木	睦明 （社会福祉法人聖隷福祉事業団	理事常務執行役員）

理　事（業務執行理事）	 坪井	一弘
理　事（業務執行理事）	 中村	哲也
理　事（業務執行理事）	 村井	康隆
理　事	 青木	雅人 （一般財団法人日本老人福祉財団	理事長）

理　事	 大神	哲明 （日本生命保険相互会社	執行役員）

理　事	 大城	昌平 （聖隷クリストファー大学	学長）

理　事	 白澤	政和 （国際医療福祉大学大学院	教授）

理　事	 髙木	茂太市 （弁護士）

理　事	 津幡	佳伸 （社会福祉法人聖隷福祉事業団	理事常務執行役員）

理　事	 牧里	毎治 （関西学院大学	名誉教授）

理　事	 三笠	裕司 （日本生命保険相互会社	取締役常務執行役員）

監　事	 内海	弘毅 （日本生命保険相互会社	監査役）

監　事	 大石	一雄 （社会福祉法人さくま	理事長）

評議員 饗庭	浩二 （星光ビル管理株式会社	代表取締役社長）

青木	善治 （社会福祉法人聖隷福祉事業団	理事常務執行役員）

余部	信也 （株式会社ニッセイ・ニュークリエーション	代表取締役副社長）

今井	清輔 （パナソニック株式会社	客員）

江川	隆子 （関西看護医療大学	学長）

荻野	和功 （社会福祉法人聖隷福祉事業団	理事専務執行役員）

木村	陽子 （奈良県立大学	理事）

久德	博文 （大阪ガスケミカル株式会社	取締役会長）

日下部	行宏 （社会福祉法人聖隷福祉事業団	理事常務執行役員）

黒田	研二 （関西大学	人間健康学部教授）

寺島	剛紀 （大星ビル管理株式会社	代表取締役社長）

平川	健二 （社会福祉法人聖隷福祉事業団	理事常務執行役員）

三木	章平 （公益財団法人日本生命済生会	理事長）

山内	鉄也 （一般財団法人日本老人福祉財団	常務理事）

横尾	惠美子 （聖隷クリストファー大学	社会福祉学部長）

設立年月日 1989（平成元）年7月4日
基本財産寄付者 日本生命保険相互会社 社会福祉法人聖隷福祉事業団

2019年4月現在

財団概要 組織図
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1989
（平成元）

1990
（平成 2）

1991
（平成 3）

1992
（平成 4）

1993
（平成 5）

1994
（平成 6）

1995
（平成 7）

1996
（平成 8）

1997
（平成 9）

1998
（平成 10）

1999
（平成 11）

2000
（平成 12）

2001
（平成 13）

2002
（平成 14）

2003
（平成 15）

2004
（平成 16）

2005
（平成 17）

2006
（平成 18）

2007
（平成 19）

2008
（平成 20）

2009
（平成 21）

2010
（平成 22）

2011
（平成 23）

2012
（平成 24）

2013
（平成 25）

2014
（平成 26）

2015
（平成 27）

2016
（平成 28）

2017
（平成 29）

2018
（平成 30）年　度

山本 敏博

加藤 貞男

石村 博

武居 敏

村田 哲康

新井 啓介 山田 光司 遠松 健史

飯尾 治利
10

谷平 政隆

石橋 三洋

山内 鉄也

浜野 克仁森澄 慶 鷲見 明彦

田島 誠一

赤池 千明

鷲見 明彦

松岡 昭任
大江 眞幸

井上 收

白澤 政和

山本 敏博

滝 哲郎

古瀬 徹

林 信夫

山本 敏博

脇 英太郎 古市 健
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

常務理事

常務理事

1996年より 専務理事

1996年より 専務理事

常務理事

常務理事

（兼務）

6

3

10 1010

稲垣 雅也

106

6 6

6

610

10 10

10
彦坂 浩史
5

9

6 10

8 6

6

1

6

6

名原 剛

大内 和彦

6
清水 博

小島 操子

鈴木 勝雄鈴木 勝雄渡邊 正幸

6

6 6
6

6 6 6 6 6

6

6

6

6

6

6 6

6

6

6 6
菊池 克彦
6 6

長谷川 新

木村 陽子

藤山 榮一

牧里 毎治

正田 文男

三宅 一郎

三好 俊夫

赤池 千明

新居 昭紀

積 惟貞

武居 敏

村田 哲康

渡邊 正幸

大石 一雄

66

5

5

5

5

5

今井 清輔

白木 政幸

三瀬 裕二

荻野 和功

青木 善治 石岡 晃

平野 方紹

塩入 昌

矢部 雅己

鈴木 俊郎

遠藤 久江

小林 三紘

野呂 正則 滝 哲郎

竹原 功

岡田 信吾

石岡 晃

本山 孝

5 6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 6

6

6

66

6

6

6

6 10

会 長

理 事 長

常（専）務 理 事

理事 企画総務部長
兼 事業企画推進部長
理 事
奈 良 総 園 長
理 事
松 戸 総 園 長

理 事

監 事

評 議 員

長谷川 力

弟子丸 兆生 小林 幹司

鈴木 捷司

松岡 昭任

鈴木 捷司

三島 洋之

大内 和彦

鈴木 勝雄

大國 美智子

加護野 忠男

髙木 茂太市

森本 省三

阿部 志郎

郷司 浩平 長谷川 黎

大谷 藤郎

宇野 郁夫小林 幹司

山本 敏博

米澤 敬孝 大江 眞幸 山元 泰夫 宮崎 幸二

領木 新一郎

深瀬 須加子

渡邊 正幸

弟子丸 兆生小林 幹司

西岡 準介

田島 誠一 塩入 昌

6

6

長谷川 新 鈴木 睦明

加藤 貞男

遠松 健史

坪井 一弘

渡辺 敬章

村井 康隆

大神 哲明

牧里 毎治

児島 一裕

長谷川 靖 内海 弘毅

寺島 剛紀

三木 章平

黒田 研二

野呂 順一

野崎 篤彦

鈴木 睦明

櫛部 哲男

饗庭 浩二

久德 博文

平川 健二川勝 陽一

山内 鉄也

青木 善治

横尾 惠美子佐々木 敏明

江川 隆子

日下部 行宏

余部 信也

青木 善治田島 誠一

三笠 裕司

大城 昌平

青木 雅人

松山 保臣筒井 義信

深瀬 須加子

渡辺 敬章白木 政幸

今井 宏邦 筒井 恵三

鈴木 新 小穴 信久

森本 省三

10

常務理事

常務理事 常務理事

常務理事

津幡 佳伸

9

［注］	4月1日～3月31日を年度とする　　2019年3月末時点
［注］	グラフ内の数値は年度途中の就任月および退任月

歴代役員・評議員任期一覧
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資
料
編

奈良開園からの経過年度 １ 2 3 4 ５ 6 7 8 9 10

松戸開園からの経過年度 1 2 3 4 5 6

年　度
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

旧
特
別
事
業

入
居
状
況

総戸数（年度末） 391 391 391 391 754 754 754 754 744 738

期末入居戸数 313 336 359 366 470 512 532 570 607 650

入居率（%） 80.1 85.9 91.8 93.6 62.3 67.9 70.6 75.6 81.6 88.1

新規入居戸数 74 34 28 14 114 55 43 55 54 62

退去戸数 16 11 5 7 10 13 23 17 17 19

入居者平均年齢 71.5	 72.0	 72.7	 73.5	 73.4	 74.0	 74.6	 75.3	 75.9	 76.4	

資
金
収
支

事
業
収
支

収入 13 2,606 63113,578 3,200 3,233 2,994 7,786 4,876 4,419 5,111 5,404 5,967

うち入園一時金 0 2,540 57212,065 1,785 1,749 799 6,066 2,803 2,228 2,848 3,027 3,489

支出 2,610 5,230 5,078 6,852 3,009 7,286 6,627 9,486 4,113 4,246 4,200 4,553 4,494

うち支払利息 43 250 506 416 369 362 336 345 491 437 404 360 304
うち法人税等
支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業収支 ▲2,597▲2,624▲4,447 6,726 191▲4,053▲3,633 ▲1,700 762 172 912 852 1,473

財
務

借入金増減額 2,929 2,800 4,150▲3,459 ▲90 1,714 3,851 4,346▲1,320 ▲1,132 ▲1,019▲1,226 ▲997

（参考）借入金残高 2,929 5,729 9,879 6,420 6,330 8,04411,89516,24014,92113,78912,77011,54410,548

損
　
益

収益 13 66 37 4,284 2,804 2,759 2,734 3,789 4,040 4,542 4,660 4,903 5,311
うち入園一時金
関係収益 0 0 0 2,963 1,390 1,279 1,210 2,207 1,988 2,365 2,417 2,539 2,856

費用 420 184 195 4,699 3,596 3,450 3,371 3,579 4,819 5,192 5,133 5,187 5,245

税引前当期純利益 ▲407 ▲118 ▲158 ▲415 ▲792 ▲691 ▲638 210 ▲779 ▲651 ▲473 ▲284 66

当期純利益 ▲407 ▲118 ▲158 ▲415 ▲792 ▲691 ▲638 210 ▲779 ▲651 ▲473 ▲284 66

旧
一
般
事
業

損
　
益

増加 ※ 241 547 369 157 138 148 159 169 154 139 121 118 117

うち社厚生寄付 30 0 0 100 62 102 100 100 120 120 110 110 110

減少 14 35 51 139 144 145 162 168 149 128 154 132 131

当期純利益 227 511 318 18 ▲5 3 ▲3 1 5 11 ▲33 ▲14 ▲14

※うち基本財産収入 200 500 300

財団
純資産

財団全体の財団純資産
（特別・一般事業計） ▲180 213 373 ▲25 ▲822 ▲1,510 ▲2,151▲1,940▲2,714▲3,354▲3,861▲4,159 ▲4,107

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

744 744 744 744 744 744 749 749 749 749 760

公
益
目
的
事
業
+
そ
の
他
の
事
業

760 760 760 760 760 764

688 698 701 706 707 710 704 700 708 716 729 738 741 740 744 748 753

92.5 93.8 94.2 94.9 95.0 95.4 94.0 93.5 94.5 95.6 95.9 97.1 97.5 97.4 97.9 98.4 98.6

56 34 29 21 21 22 22 31 36 35 43 47 38 39 36 39 35

18 24 26 16 20 19 28 35 28 27 30 38 35 40 32 35 30

76.9	 77.5	 78.0	 78.5	 79.2	 79.8	 80.5	 81.0	 81.3	 81.8	 82.3	 82.4 82.7 82.8 83.1 83.1 83.2

5,643 4,443 4,133 3,938 3,756 3,883 3,641 4,175 4,427 4,332 6,094 5,177 4,693 5,341 5,148 5,296 4,866

2,919 1,728 1,413 1,269 1,155 1,255 1,033 1,477 1,662 1,571 1,871 2,227 1,790 1,757 1,710 1,819 1,666

4,303 4,205 4,160 4,017 4,062 4,089 4,115 4,361 4,193 4,179 4,636 4,426 4,519 4,734 4,762 4,444 4,492

276 251 223 198 180 181 183 178 168 156 143 122 95 73 48 28 16

0 0 0 53 152 165 149 192 15 0 0 0 0 0 0 0 0

1,340 238 ▲27 ▲79 ▲306 ▲206 ▲475 ▲186 235 153 1,458 751 173 607 386 852 375

▲897 ▲897 ▲897 ▲812 43 243 443 43 ▲57 ▲107▲1,365 ▲862 ▲245 ▲646 ▲398 ▲794 ▲420

9,651 8,754 7,858 7,046 7,089 7,333 7,776 7,820 7,763 7,656 6,292 5,429 5,184 4,538 4,140 3,346 2,926

5,267 5,240 5,272 4,975 4,884 4,943 4,866 5,185 4,739 4,578 6,004 4,763 4,723 4,829 4,670 5,077 4,728

2,564 2,538 2,562 2,314 2,292 2,325 2,267 2,499 2,002 1,849 1,809 1,854 1,849 1,693 1,668 1,645 1,564

4,825 4,840 4,766 4,601 4,586 4,556 4,380 4,573 4,568 4,555 4,556 4,493 5,229 4,546 4,452 4,547 4,550

442 400 506 374 299 388 486 613 171 23 1,448 270 ▲506 283 218 530 178

442 400 506 374 299 281 334 427 139 29 1,412 269 ▲507 283 218 530 178

112 100 99 98 99 103 104 1,203 102 101 1,208

105 95 95 95 95 95 95 1,195 95 95 95

107 91 90 90 86 87 102 101 104 104 1,106

5 8 9 8 13 16 2 1,102 ▲3 ▲2 102

▲3,660 ▲3,251▲2,736▲2,354▲2,042 ▲1,746 ▲1,410 120 258 288 696 965 459 742 960 1,490 1,668

（単位 : 百万円）（単位 : 百万円）

財団の資金収支・損益状況の推移
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合計

開園時
4月7日

1992
（平成4）

1993
（平成5）

1994
（平成6）

1995
（平成7）

1996
（平成8）

1997
（平成9）

1998
（平成10）

1999
（平成11）

2000
（平成12）

2001
（平成13）

2002
（平成14）

2003
（平成15）

2004
（平成16）

2005
（平成17）

2006
（平成18）

2007
（平成19）

2008
（平成20）

2009
（平成21）

2010
（平成22）

2011
（平成23）

2012
（平成24）

2013
（平成25）

2014
（平成26）

2015
（平成27）

2016
（平成28）

2017
（平成29）

2018
（平成30）

65.2

80.1

85.9

91.8
93.6

96.2 96.7 96.4 97.4 96.5 95.5 95.0 95.7 94.5 95.0 94.2 94.0
91.9 91.7

93.7 94.0 94.4
96.1 97.8 97.3 97.3 98.3 98.3

契約戸数（戸）
一般居室（362） 238 295 317 336 344 355 356 357 360 360 359 355

一般居室空室 124 67 45 26 18 7 6 5 2 2 3 7

介護居室
（29→ 35→ 46→ 50）

17 18 19 23 22 21 22 20 21 23 20 22

合計（391→397→408→412）※ 255 313 336 359 366 376 378 377 381 383 379 377

入居率（％）
一般居室 65.7	 81.5	 87.6	 92.8	 95.0	 98.1	 98.3	 98.6	 99.4	 99.4	 99.2	 98.1	

介護居室 58.6	 62.1	 65.5	 79.3	 75.9	 72.4	 75.9	 69.0	 72.4	 65.7	 57.1	 62.9	

合計 65.2	 80.1	 85.9	 91.8	 93.6	 96.2	 96.7	 96.4	 97.4	 96.5	 95.5	 95.0	

契約者数（名） 364 437 464 503 510 523 521 517 519 523 507 500

うち期末の要介護認定者数（名） － － － － － － － － － 103 106 112

平均年齢（歳） 70.7	 71.5	 72.0	 72.7	 73.5	 74.0	 74.7	 75.3	 75.9	 76.6	 77.3	 77.8

男性比率（％） 37.4	 37.1	 36.4	 35.4	 35.1	 34.6	 33.2	 33.3	 33.3	 32.7	 31.8	 31.2	

女性比率（％） 62.6	 62.9	 63.6	 64.6	 64.9	 65.4	 66.8	 66.7	 66.7	 67.3	 68.2	 68.8	

単身比率（％） 58.0	 61.0	 62.2	 60.2	 60.9	 60.9	 62.2	 62.9	 63.8	 63.4	 66.2	 67.4	

同居比率（％） 42.0	 39.0	 37.8	 39.8	 39.1	 39.1	 37.8	 37.1	 36.2	 36.6	 33.8	 32.6	

新契約戸数（戸） 255 74 34 28 14 20 15 13 14 11 8 8

退去戸数（戸） 0 16 11 5 7 10 13 14 10 9 12 10

※総戸数→1999年度まで391戸、2000年度～2011年度まで397戸、2012年度～2017年度まで408戸、2018年度から412戸

○地域別 （居室数）

近畿圏
首都圏 その他 合計

奈良 大阪 兵庫 京都 和歌山 滋賀 小計
159 142 30 18 5 4 358 20 27 405

※地域別は入居直前の入居者居住地にて分類（2019年 3月末時点）

359 354 355 353 346 337 336 344 345 349 358 358 357 356 357 357

3 8 7 9 16 25 26 18 17 13 4 4 5 6 5 5

21 21 22 21 27 28 28 28 28 36 34 41 40 41 44 48

380 375 377 374 373 365 364 372 373 385 392 399 397 397 401 405

99.2	 97.8	 98.1	 97.5	 95.6	 93.1	 92.8	 95.0	 95.3	 96.4	 98.9	 98.9	 98.6	 98.3	 98.6	 98.6	

60.0	 60.0	 62.9	 60.0	 77.1	 80.0	 80.0	 80.0	 80.0	 78.3	 73.9	 89.1	 87.0	 89.1	 95.7	 96.0	

95.7	 94.5	 95.0	 94.2	 94.0	 91.9	 91.7	 93.7	 94.0	 94.4	 96.1	 97.8	 97.3	 97.3	 98.3	 98.3	

497 480 482 475 470 455 454 461 463 480 496 498 495 502 511 515

112 109 98 95 98 101 103 106 117 128 119 123 122 128 132 144

78.4 78.7 79.1 79.6 80.0	 80.5	 80.9	 80.9	 81.2	 81.5	 81.4	 81.6	 81.9	 82.0	 82.0	 82.1	

30.8	 30.4	 29.3	 28.8	 27.9	 27.0	 27.1	 28.0	 27.6	 27.7	 29.2	 29.3	 29.5	 29.7	 29.7	 30.3	

69.2	 69.6	 70.7	 71.2	 72.1	 73.0	 72.9	 72.0	 72.4	 72.3	 70.8	 70.7	 70.5	 70.3	 70.3	 69.7	

69.2	 72.0	 72.1	 73.0	 74.0	 75.3	 75.3	 76.1	 75.9	 75.3	 73.5	 75.2	 75.3	 73.6	 72.6	 72.8	

30.8	 28.0	 27.9	 27.0	 26.0	 24.7	 24.7	 23.9	 24.1	 24.7	 26.5	 24.8	 24.7	 26.4	 27.4	 27.2	

15 13 11 9 12 11 20 25 20 26 36 24 20 22 22 22

12 18 9 12 13 19 21 17 19 14 29 17 22 22 18 18

奈良ニッセイエデンの園　有料老人ホームの入居者状況の推移（開園時以外は年度末の状況）

入居率の推移（％）
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合計

開園時
3月末日

1997
（平成9）

1998
（平成10）

1999
（平成11）

2000
（平成12）

2001
（平成13）

2002
（平成14）

2003
（平成15）

2004
（平成16）

2005
（平成17）

2006
（平成18）

2007
（平成19）

2008
（平成20）

2009
（平成21）

2010
（平成22）

2011
（平成23）

2012
（平成24）

2013
（平成25）

2014
（平成26）

2015
（平成27）

2016
（平成28）

2017
（平成29）

2018
（平成30）

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25.9

36.9

42.7

52.1

64.6

78.1

89.6
91.6

93.9 94.8 96.0 97.1 96.3 95.5 95.5
97.4 97.7 98.3 97.2 97.4 98.6 98.6 98.9

契約戸数（戸）
一般居室
（326 → 310 → 315）

92 125 141 167 202 244 286 296 306 304

一般居室空室 234 201 185 159 108 66 24 14 4 6

介護居室（37） 2 9 14 22 22 27 25 22 20 25

合計（363→347→352）※ 94 134 155 189 224 271 311 318 326 329

入居率（％）
一般居室 28.2	 38.3	 43.3	 51.2	 65.2	 78.7	 92.3	 95.5	 98.7	 98.1	

介護居室 5.4	 24.3	 37.8	 59.5	 59.5	 73.0	 67.6	 59.5	 54.1	 67.6	

合計 25.9	 36.9	 42.7	 52.1	 64.6	 78.1	 89.6	 91.6	 93.9	 94.8	

契約者数（名） 135 188 214 257 302 363 420 431 439 440

うち期末の要介護認定者数（名） － － － － 39 40 45 48 58 78

平均年齢（歳） 70.9	 72.1	 73.0	 74.1	 74.6	 75.1	 75.8 76.4 77.2 77.9

男性比率（％） 34.8	 36.2	 36.9	 35.4	 33.8	 32.8	 31.4	 31.3	 31.0	 30.9	

女性比率（％） 65.2	 63.8	 63.1	 64.6	 66.2	 67.2	 68.6	 68.7	 69.0	 69.1	

単身比率（％） 56.4	 59.7	 62.5	 64.0	 65.2	 66.1	 65.0	 64.5	 65.3	 66.3	

同居比率（％） 43.6	 40.3	 37.5	 36.0	 34.8	 33.9	 35.0	 35.5	 34.7	 33.7	

新契約戸数（戸） 94 40 30 41 43 54 48 19 16 10

退去戸数（戸） 0 0 9 7 8 7 8 12 8 7

※総戸数→1999年度まで363戸、2000年度～2007年度まで347戸、2008年度から352戸

○地域別 （居室数）

首都圏
近畿圏 その他 合計

千葉 東京 埼玉 神奈川 その他 小計
159 112 25 23 9 328 4 16 348

※地域別は入居直前の入居者居住地にて分類（2019年 3月末時点）

308 310 311 306 302 310 311 315 309 315 312 312 315

2 0 4 9 13 5 4 0 6 0 3 3 0

25 27 28 30 34 33 33 31 33 28 35 35 33

333 337 339 336 336 343 344 346 342 343 347 347 348

99.4	 100.0	 98.7	 97.1	 95.9	 98.4	 98.7	 100.0	 98.1	 100.0	 99.0	 99.0	 100.0	

67.6	 73.0	 75.7	 81.1	 91.9	 89.2	 89.2	 83.8	 89.2	 75.7	 94.6	 94.6	 89.2	

96.0	 97.1	 96.3	 95.5	 95.5	 97.4	 97.7	 98.3	 97.2	 97.4	 98.6	 98.6	 98.9	

440 439 440 433 429 434 434 433 428 425 426 424 428

78 84 92 93 92 106 111 125 130 134 138 137 144

78.7 79.6 80.4 81.1	 81.7	 82.5	 83.1	 83.2	 84.0	 84.0	 84.3	 84.4	 84.7	

30.2	 29.6	 29.3	 28.6	 28.0	 27.9	 27.0	 26.1	 26.6	 25.9	 25.6	 25.5	 25.9	

69.8	 70.4	 70.7	 71.4	 72.0	 72.1	 73.0	 73.9	 73.4	 74.1	 74.4	 74.5	 74.1	

67.9	 69.7	 70.2	 71.1	 72.3	 73.5	 74.1	 74.9	 74.9	 76.1	 77.2	 77.8	 77.0	

32.1	 30.3	 29.8	 28.9	 27.7	 26.5	 25.9	 25.1	 25.1	 23.9	 22.8	 22.2	 23.0	

12 10 11 11 11 15 17 11 14 19 14 17 13

8 6 9 14 11 8 16 9 18 18 10 17 12

松戸ニッセイエデンの園　有料老人ホームの入居者状況の推移（各年度末の状況）

入居率の推移（％）
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タイプ 面積 戸数 1990/7	～ 1991/4 ～ 1997/3 1997/4 ～ 2004/3 2004/4 ～	2004/9 2004/10 ～ 2009/9 2009/10 ～ 2013/3 2013/4 ～ 2014/3 2014/4	～	2019/4 時点

A 32.78㎡ 39 2,650	 2,800	 ～ 3,194	 3,203	 3,223	 3,234	 2,784	 2,782	 2,800	
B1 41.06㎡ 55 3,320	 3,510	 ～ 4,004	 4,013	 4,033	 4,044	 3,444	 3,272	 3,290	
B2 43.92㎡ 16 3,550	 3,760	 ～ 4,274	 4,283	 4,303	 4,314	 3,664	 3,432	 3,450	
C1 49.37㎡ 40 3,990	 4,230	 ～ 4,804	 4,813	 4,833	 4,844	 4,104	 3,752	 3,770	
C2 48.37㎡ 20 3,910	 4,140	 ～ 4,714	 4,723	 4,743	 4,754	 4,024	 3,692	 3,710	
C3 48.41㎡ 30 3,910	 4,140	 ～ 4,714	 4,723	 4,743	 4,754	 4,024	 3,692	 3,710	
D1 56.55㎡ 67 4,570	 4,840	 ～ 5,504	 5,513	 5,533	 5,544	 4,674	 4,172	 4,190	
D2 60.54㎡ 13 4,890	 5,180	 ～ 5,894	 5,903	 5,923	 5,934	 4,994	 4,302	 4,320	
D3 56.38㎡ 17 4,550	 4,830	 ～ 5,484	 5,493	 5,513	 5,524	 4,654	 4,062	 4,080	
E 67.87㎡ 48 5,480	 5,810	 ～ 6,604	 6,613	 6,633	 6,644	 5,574	 4,822	 4,840	
F 70.11㎡ 17 5,660	 6,000	 ～ 6,814	 6,823	 6,843	 6,854	 5,744	 4,952	 4,970	

362

二人目（追加）入園金 1,200 1,270 ～ 1,464 1,473 1,493 1,504 1,364 1,172 1,190

うち介護金・	
健康管理金

税込価格 380 400 ～ 464 473 473 714 714 882 907
消費税率 （3%） （3%）～ 3% 5% 5% 5% 5% 5% 8%

増減理由 ー
バブル市況に応じ	

段階的に（4回）値上げ	
（'91,'92,'93,'94 年）

消費増税（3%→ 5%）	
に応じ値上げ	
（'97/4）

ー
介護金・健康管理金の	
割合引き上げ	
（'04/10）

－
介護金・健康管理金の	
割合引き上げ	
（'13/4）

消費増税（5%→ 8%）	
に応じ値上げ	
（'14/4）

入園金の増減 ー → → → →
→ →

→

増減理由 ー
バブル市況に応じ	

段階的に（4回）値上げ	
（'91,'92,'93,'94 年）

消費増税（3%→ 5%）	
に応じ値上げ	
（'97/4）

入園金とは別に受領して	
いた「入居者保証制度	
拠出金（20万円）」を	

入園金に包含	
（'04/4）

入園金のうち、消費税の	
課税対象となる	

「介護金・健康管理金」の	
割合を引き上げたこと	

による消費税負担額の増加	
（'04/10）

リーマンショックによる	
市況変化に応じ値下げ	

（'09/10、平均▲15.6%）

老人福祉法改正を受け、	
価格水準見直し	

（'13/4、平均約▲9%）

消費増税（5%→ 8%）	
に応じ値上げ	
（'14/4）

返還金制度
初期償却率（非返還割合） 15%（～ '12/3） 14%（'12/4 ～）
返還金期間 10年（～ '12/3） 15年（'12/4 ～）

タイプ 面積 居室数 ～1997/3 1997/4 ～ 2000/3 2000/4 ～ 2004/3 2004/4 ～ 2008/3 2008/4 ～ 2013/3 2013/4 ～ 2014/3 2014/4 ～ 2019/4 時点

～ '00/3 '00/4 ～ '08/4 ～ 価格帯 価格帯 価格帯 価格帯 価格帯 価格帯 価格帯
A1 43.16㎡ 90 57 57 3,910	 ー 4,340	 3,924　ー　4,354	 3,944　ー　4,374 3,562　ー　3,992	
A2 43.16㎡ 54 44 44 4,150	 ー 4,490	 4,164　ー　4,504 4,184　ー　4,524	 3,762　ー　4,102	
A3 42.84㎡ 27 22 22 4,140	 ー 4,460	 4,154　ー　4,474 4,174　ー　4,494	 3,752　ー　4,072	
A4 42.85㎡ 18 18 18 3,960	 ー 4,310	 3,974　ー　4,324 3,994　ー　4,344	 3,502　ー　3,852	
B1 55.67㎡ 28 28 28 4,750	 ー 5,380	 4,764　ー　5,394 4,784　ー　5,414	 4,492　ー　5,122	
B2 55.67㎡ 28 28 28 5,150	 ー 5,570	 5,164　ー　5,584 5,184　ー　5,604	 4,892　ー　5,312	
C 58.51㎡ 27 27 27 5,690	 ー 6,140	 5,704　ー　6,154 5,724　ー　6,174	 5,432　ー　5,882	
D 61.69㎡ 25 25 25 5,460	 ー 5,960	 5,474　ー　5,974 5,494　ー　5,994	 5,102　ー　5,602	
E 65.78㎡ 2 2 2 6,380	 ー 6,410	 6,394　ー　6,424 6,414　ー　6,444	 6,122　ー　6,152	
F 70.12㎡ 27 27 27 6,460	 ー 7,020	 6,474　ー　7,034 6,494　ー　7,054	 6,002　ー　6,562	
W1 66.01㎡ - 5 5 5,804	 ー 6,074	 5,824　ー　6,094	 5,532　ー　5,802	
W2 62.33㎡ - 5 5 4,874	 ー 5,084	 4,894　ー　5,104	 4,602　ー　4,812	
EW1 67.14㎡ - 11 11 5,774	 ー 6,074	 5,794　ー　6,094	 5,502　ー　5,802	
EW2 62.33㎡ - 11 11 4,824	 ー 5,074	 4,844　ー　5,094	 4,552　ー　4,802	

H 45.92 ～
56.22㎡ - - 5 　	3,654 ー 4,404 3,542　ー　3,952

合計 326 310 315

二人目（追加）入園金 1,520 1,534 1,554 1,172 1,190

うち介護金・	
健康管理金

税込価格 700	 714	 714	 714	 714	 882 907
消費税率 3% 5% 5% 5% 5% 5% 8%

増減理由 ー 消費増税（3%→ 5%）	
に応じ値上げ（'97/4） ー ー ー 介護金・健康管理金の	

割合引き上げ（'13/4）
消費増税（5%→ 8%）	
に応じ値上げ（'14/4）

入園金の増減 ― → → → → → →

増減理由 ―
消費増税（3%→5%）
に応じ値上げ	
（'97/4）

隣接するAタイプ（小型居室）
3室をW1、W2、EW1、EW2
タイプ（大型居室）2室へ間取

り変更

入園金とは別に受領してい
た「入居者保証制度拠出金
（20万円）」を入園金に包含

（'04/4）

Hタイプの
居室を増室
（'08/4）

老人福祉法改正を受け、	
価格水準見直し	

（'13/4、平均約▲7%）

消費税増税による値上げの影
響は、入居一時金（非課税部
分）の値下げによる調整により
相殺

返還金制度
初期償却率（非返還割合） 15%（～ '12/3） 14%（'12/4 ～）

返還金期間
基本プラン　10年（～ '12/3） 15年（'12/4 ～）

年齢別プラン　5～ 15年（'99/6 ～ '12/3）

奈良ニッセイエデンの園

松戸ニッセイエデンの園

1992/4	開園

1997/3	開園

2012年 4月の老人福祉法の改正に合わせ、厚生労働省	
提示のモデルを参考に、返還金の算出方法、期間などを変更

2012年 4月の老人福祉法の改正に合わせ、厚生労働省	
提示のモデルを参考に、返還金の算出方法、期間などを変更

（万円／税込　※単位未満四捨五入）

（万円／税込　※単位未満四捨五入）

入園金＝入居一時金（家賃相当の前払額）〈非課税〉＋介護金・健康管理金〈課税〉

入園金水準等の推移
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ニッセイ聖隷クリニック
（疾病予防運動センター）
ウェルネスクラブ ニッセイ・アーク西大和 老人保健施設 奈良ベテルホーム

（高齢者総合福祉センター）
ふれあいプラザ 

ニッセイせいれい在宅介護サービスセンター ベル西大和店 ニッセイせいれい在宅介護サービスセンター ベル奈良店　※2015年度 閉鎖

■1日平均外来患者数　■1日平均入院患者数 ■1日平均入所者数　■1日平均通所リハビリ数

■月平均利用者数　■月平均ケアプラン作成件数 ■月平均利用者数　■月平均ケアプラン作成件数

■地域会員数（年度末）
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 ■  文化教養講座開催回数　■延べ参加人数
　　（1993 年度から開講）

訪問看護ステーション 西大和 訪問看護ステーション 奈良　※2015年度 閉鎖

ニッセイせいれいケアプランセンター 西大和

河合町デイサービスセンター　※2008年度 収束

■月平均利用者数

■月平均ケアプラン作成件数

■月平均利用者数■月平均利用者数
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※文化教養講座のみ

奈良ニッセイエデンの園 〈施設利用状況の推移〉



84 85ニッセイ聖隷30年のあゆみ 30 Years of Nissay-Seirei Health and Welfare Foundation

資
料
編

0

20

40

60名

201820172012200720021997
0

500

1,000

1,500

2,000名

201820172012200720021997

0

1,000

2,000名

201820172012200720021997
0

10

20

30
回

0

20

40

60

80
名

201820172012200720021997

0

100

200

300名

200720052003200119991997
0

50

100件

2006200520042003200220012000

松戸ニッセイ聖隷クリニック
（疾病予防運動センター）
ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸

（高齢者総合福祉センター）
ニッセイ松戸アカデミー ニッセイエデン ヘルパーステーション

ニッセイエデン デイサービスセンター　※2007年度 収束 ニッセイエデン 介護プランセンター　※2006年度 収束

■1日平均外来患者数　■1日平均入院患者数■地域会員数（年度末）

■コンサート開催回数　■延べ参加人数 ■利用者数

■月平均利用者数 ■月平均ケアプラン作成件数

19.2

46.3 45.8
51.5 51.7

54.7

1.1
3.4 4.8

11.9
15.9 15.7

1,624 1,639
1,541

1,309
1,393 1,376

1,624
1,458

1,3531,425
1,5221,436

22 22

14

17

12 13

6.5

46.8

60.6

52.2
59.5

66.7

210.3

60.4 68.5 76.0
62.7

45.3

80.3 83.1 80.9
85.4

30.0
36.3 36.4

※コンサートのみ

1989
設立時

1992
奈良開園

1997
松戸開園

1999
10年目

2009
20年目

2019
30年目

職員 5 11 17 17 11 12
パートスタッフ 1 2 12 9 4 3
合計 6 13 29 26 15 15

資格 正職員 パート・他 合計
医師 4 0 4
看護師 32 5 37
准看護師 2 0 2
社会福祉士 15 1 16
介護福祉士 100 21 121
介護福祉士実務者研修の修了者 0 1 1
介護職員初任者研修の修了者 17 10 27
ケアマネジャー 49 5 54
理学療法士 9 0 9
作業療法士 5 0 5
言語聴覚士 1 0 1
薬剤師 2 0 2
放射線技師 2 1 3
臨床検査技師 2 0 2
管理栄養士 2 1 3
合計 242 45 287

資格 正職員 パート・他 合計
医師 2 0 2
看護師 19 6 25
准看護師 1 0 1
社会福祉士 4 0 4
介護福祉士 46 3 49
介護福祉士実務者研修の修了者 2 3 5
介護職員初任者研修の修了者 0 3 3
ケアマネジャー 15 4 19
理学療法士 1 0 1
作業療法士 3 1 4
言語聴覚士 0 0 0
薬剤師 1 1 2
放射線技師 0 3 3
臨床検査技師 0 2 2
管理栄養士 3 2 5
調理師 5 1 6
合計 102 29 131

財団本部

※各年度4月1日時点

※2019年度4月1日時点

奈良ニッセイエデンの園 松戸ニッセイエデンの園

※非常勤医師 ･ケアパートナーは除く
※重複取得あり ※非常勤医師 ･ケアパートナーは除く

※重複取得あり

（名）（名）

1999 2004 2009 2014 2019
正職員 153 193 176 188 200
パート・他 36 69 72 69 58
ケアパートナー※※ 118 111 71 52 35
合計 307 373 319 309 293

2019
正職員 3
フィットネス 17
フロント 7
エアロビクス 15
合計 42

1999 2004 2009 2014 2019
正職員 52 70 105 87 120
パート・他 11 65 27 36 66
ケアパートナー※※ 20 25 13 17 13
合計 83 160 145 140 199※※※

2019
正職員 5
フィットネス 20
フロント 9
エアロビクス 16
合計 50

奈良ニッセイエデンの園 ウェルネスクラブ　ニッセイ・アーク西大和

松戸ニッセイエデンの園 ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸

（名）

（名）

※非常勤医師は除く
※※在宅介護サービスセンターの介護ヘルパー（非常勤）

※非常勤医師は除く
※※在宅介護サービスセンターの介護ヘルパー（非常勤）

※※※大食堂直営化（2018年）により大幅増

（名）

※役員兼務者は除く

（名）

（名）

松戸ニッセイエデンの園 〈施設利用状況の推移〉 職員数の推移と現状

有資格者数
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1989
平元 7 

7

7 

8

10

 本 部  

 奈 良 

 奈 良  

 奈 良 

 奈 良 

日本生命創業100周年、および聖隷福祉事業財団の創業60年を記
念し、「財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団」を発足

臨時理事会にて事業計画を決議

聖隷福祉事業団との間で施設の設置・事業計画および運営・管理
に関する基本協定書を締結

開発許可を取得

日本生命より計画地を所有権移転

・この年、介護福祉士志願者などへの奨学金助成を開始

1

4

6 
 
 

7 

12 

12

天皇崩御、平成に改元（1月8日）

消費税3％がスタート

「民間事業者による老後の保健及び福祉のため
の総合的施設の整備の促進に関する法律」が施
行、「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業」の
施策がスタート

シルバーマーク制度が創設（在宅介護サービス
および在宅入浴サービスについて制度化）

高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプ
ラン）が策定

日経平均株価史上最高値38,915円（終値）

1990
平2 3

5

6

7

9

10 

11

 奈 良 

 奈 良 

 奈 良 

 奈 良 

 奈 良 

 奈 良  

 奈 良  

理事会にて計画の一部修正を決議

起工式

建築確認許可を取得

有料老人ホームのモデルルーム開設・入居者募集を開始

（社）全国有料老人ホーム協会の準会員に

「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業」厚生大臣全国第1号認定施
設に

有料老人ホーム入居希望者向け情報提供誌『ニッセイセイレイ倶楽
部』を創刊

・千葉県松戸市での2番目の施設建設計画について検討開始

3

4 

4

6

10

JR 東日本 京葉線全線が開通

（社）シルバーサービス振興会が「健康長寿の
まち推進センター」を設置

大阪鶴見緑地で「花の万博」が開催

福祉関係八法が改正

東西ドイツ統一

・ 全国の有料老人ホームは173施設、入居定員
17,420人（10月1日時点）

1991
平3 4 

11

11

 本 部  

 奈 良 

 松 戸 

平成2年度の『厚生白書』に先駆的まちづくり事例として｢奈良ニッセイ
エデンの園」が掲載

定礎式

千葉県松戸市は、国から「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業」の地
域指定を受け、その拠点として福祉医療センター「松戸市しあわせの
村」構想を打ち出す中、市議会において、民間事業者として当財団の
起用を承認

1

3 

7 

9

12

湾岸戦争勃発

第1回シルバーサービス展開催、シンポジウムを
同時開催

一般有料老人ホームについてシルバーマークを
制度化

老人保健法等の一部を改正する法律が成立

ソビエト連邦消滅

1992
平4 3

4

4

4 

4 

5

 奈 良 

 奈 良 

 奈 良 

 奈 良  

 本 部  

 奈 良 

竣工式

開園

大食堂・医療介護棟の食堂運営委託を（株）グリーンハウスで開始

（株）ニッセイ・アスレティックスとの間で疾病予防運動センター（除く
診療所部分）の運営に関する業務委託契約書を締結

平成2年度に続き、平成3年度版『厚生白書』に｢奈良ニッセイエデン
の園」が掲載

（社）全国有料老人ホーム協会の正会員に

2

3

6

7 

7

8

アルベールビル冬季オリンピック開幕

日経平均株価が20,000円の大台を割る

福祉人材確保法、看護婦等人材確保法が成立

介護専用型有料老人ホームについてシルバー
マークを制度化

バルセロナオリンピック開幕

日経平均株価15,000円割れ

1993
平5 3

4

4 

5

7

 松 戸 

 本 部 

 松 戸  

 奈 良 

 本 部 

理事会で事業計画および予算を決議

財団東京事務所を開設

聖隷福祉事業団との間で事業計画の策定ならびに施設の設置運営・
管理等に関する基本協定書を締結

河合町から在宅介護支援センターを受託

情報誌『ふれあい21』発行

5

6

11

初のプロサッカー Jリーグ開幕

皇太子殿下、小和田雅子様ご婚儀

EU（欧州連合）発足

1994
平6 3

6

6

8

11

12

12

 松 戸 

 奈 良 

 松 戸 

 松 戸 

 松 戸 

 松 戸 

 松 戸 

理事会で事業計画および予算を修正

「訪問看護ステーション西大和」を開設

開発許可を取得

建築確認許可を取得

国より計画地を所有権移転

（社）全国有料老人ホーム協会の準会員に

「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業」厚生大臣全国第2号、首都圏
初の認定施設に

・奨学金助成を理学療法士、作業療法士にも拡大

2

3 

9

10

12

リレハンメル冬季オリンピック開幕

21世紀福祉ビジョンを閣議に報告（年金：医療：
福祉の給付構造を5：4：1から5：3：2に）

関西国際空港開港、24時間空港に

大江健三郎氏がノーベル文学賞を受賞

新ゴールドプランが策定

・ 高齢化率が14％超え（「高齢化社会」から「高
齢社会」に）

1995
平7 1

3

3

6

6

10

 松 戸 

 松 戸 

 奈 良 

 奈 良 

 松 戸 

 奈 良 

安全祈願祭

理事会で事業計画および予算を再修正

共同墓苑の建立（高安山霊園）

在宅介護サービスセンターがシルバーマークを取得

有料老人ホームのモデルルーム開設・入居者募集を開始

長期借入金を社会福祉・医療事業団から日本生命へ借替

1

3

6

7 

11

阪神・淡路大震災発生

地下鉄サリン事件発生

介護休業法（育児休業法改正）が成立

社会保障制度審議会による勧告（公的介護保
険制度の創設を勧告）

高齢化社会対策基本法が成立

1996
平8 2 

4

4 

6

11

 松 戸  

 本 部 

 奈 良  

 松 戸 

 松 戸 

有料老人ホーム入居希望者向け情報提供誌『松戸ニッセイエデンの
園倶楽部』を創刊

日本生命より介護サービス分野調査を受託（3年間）

日本生命より保険契約者向けシルバーダイヤルサービス業務を受託
（2年間）

上棟式

定礎式

6 

7

7

11

老人保健福祉審議会が介護保険制度案大綱に
ついて答申

高齢社会対策大綱が閣議決定

アトランタオリンピック開幕

第139回臨時国会に介護保険関連3法案が提出

1997
平9 2

2

3

3

4 

4

4

5

7

11

12

 松 戸 

 奈 良 

 松 戸 

 松 戸 

 松 戸  

 奈 良 

 奈 良 

 松 戸 

 奈 良 

 奈 良 

 松 戸 

竣工式

「在宅介護サービスセンター　ベル奈良店」を奈良市西大寺に開設

開園

大食堂の食堂運営委託をエームサービス（株）で開始

セントラルスポーツ（株）との間で疾病予防運動センター（除く診療所
部分）の運営に関する業務委託契約書を締結

開園5周年

『インフォメーションプラザ西大和』発行（高齢者総合福祉センター）

松戸市からデイサービス事業を受託

長期借入金を年金福祉事業団から日本生命へ借替

開園5周年記念行事を開催（講演会とジャズコンサートなど）

（社）全国有料老人ホーム協会の正会員に

4

4

10

11 

12

12

消費税が5％に引き上げ

第二阪奈道路が開通

臓器移植法の施行

金融機関の経営破綻が相次ぐ（三洋証券・北
海道拓殖銀行・山一証券）

介護保険法が成立

有料老人ホーム設置運営指導指針等が改正

1998
平10 3

3

7

10

 松 戸 

 本 部 

 松 戸 

 松 戸 

大食堂委託業者をエームサービス（株）から（株）グリーンハウスへ変更

日本生命より介護相談関係業務を受託（2年間）

長期借入金の一部を年金福祉事業団から日本生命へ借替

松戸市からホームヘルプ事業を受託

2

6

6

9

長野冬季オリンピック開幕

サッカー W 杯フランス大会に日本初出場

金融監督庁発足

介護支援専門員の第1回資格試験がスタート

1999
平11 5

6

8

 本 部 

 松 戸 

 松 戸 

評議員制度の新設

年齢別入園金プランを導入（有料老人ホーム）

大宮市から在宅介護支援センターを受託

1

12

EU（欧州連合）の単一通貨ユーロが誕生

ゴールドプラン21が策定

財団の出来事 社会・業界の出来事 財団の出来事 社会・業界の出来事

年表
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1999
平11 9 

11

11

 奈 良  

 奈 良 

 本 部 

「在宅介護サービスセンター　ベル奈良店」を奈良市西大寺から県立
奈良病院前に移設

訪問看護事業をベル奈良店に併設

財団設立10周年記念誌発行

2000
平12 3 

3

4

4

4 

4 

4

8

10 

11

11

12

 奈 良  

 松 戸 

 奈 良 

 松 戸 

 奈 良  

 松 戸  

 奈 良 

 奈 良 

 奈 良  

 松 戸 

 本 部 

 松 戸 

『インフォメーションプラザ西大和』を『ふれあい西大和』に改め発行
（高齢者総合福祉センター）

３戸→２戸に改造したＷプランを導入（有料老人ホーム）

介護保険制度開始に伴い、居宅介護支援事業を開設

介護保険制度開始に伴い、居宅介護支援事業を開設

介護保険制度開始による管理費引き下げ 
（1人68,400円⇒55,600円、2人102,100円⇒80,150円）

介護保険制度開始による管理費引き下げ 
（1人80,000円⇒64,500円、2人125,000円⇒94,000円）

高齢者総合福祉センターの愛称を「ふれあいプラザ」に決定

河合町からデイサービス事業を受託

介護居室、一時介護室（静養室）を増築 
（介護居室29→35戸、一時介護室〈静養室〉1→3室）

長期借入金を年金福祉事業団から日本生命へ借替

財団ホームページ開設

共同墓苑の建立（市川富士見台霊園）

4

6 

7

9

10

介護保険制度の施行

社会福祉法等の改正（6月一部施行、2003年4
月に全面施行）

金融監督庁を金融庁に改組　

シドニーオリンピック開幕

白川英樹氏がノーベル化学賞を受賞

・ 全国の有料老人ホームは350施設、入居定員
37,467人（10月1日時点）

2001
平13 4

5

 奈 良 

 松 戸 

第二共同墓苑建立

大宮市の再編によりさいたま市の在宅介護支援センター受託に改変

1

3 

9

10

中央省庁再編により厚生労働省発足

大阪市此花区にユニバーサル・スタジオ・ジャ
パン開園

米国で同時多発テロ発生

野依良治氏がノーベル化学賞を受賞

2002
平14 3

4 

4

9

10-11

 松 戸 

 奈 良  

 奈 良 

 奈 良 

 松 戸 

開園5周年

医療介護棟食堂委託業者を（株）グリーンハウスからエームサービス
（株）へ変更

開園10周年

開園10周年記念行事を開催（講演会と古楽器によるアンサンブル）

開園5周年記念行事を開催（講演会とクラシックコンサート）

2

5

10

ソルトレークシティ冬季オリンピック開幕

日韓サッカーＷ杯開幕

小柴昌俊氏がノーベル物理学賞、田中耕一氏
が化学賞を受賞

2003
平15 3

4

5 

6

 松 戸 

 奈 良 

 奈 良  

 奈 良 

さいたま市からの受託事業（在宅介護支援センター）を収束

居室サービス課を新設

コナミスポーツ（株）の（株）ニッセイ・アスレティックス吸収合併により
ニッセイ・アーク西大和の委託先を変更

大食堂（外部委託）において食中毒発生

3

10

日経平均株価が20年ぶり一時8,000円割れ

東海道新幹線に品川駅誕生

2004
平16 3

3

3

4

4

10

 本 部 

 本 部 

 本 部 

 奈 良 

 松 戸 

 松 戸 

東京事務所を湯島から本八幡へ移転

「高齢者生活施設の将来シナリオ研究」を報告

『ふれあい21』の休刊

入園金の改定（一律20万円の値上げ）

入園金の改定（一律20万円の値上げ）

一時介護室（静養室）1室をデイケアルームに変更（一時介護室〈静
養室〉6室11床→5室5床）

6

8

10 

10

年金制度が改正（保険料の将来水準を固定など）

アテネオリンピック開幕

有料老人ホームに関する不当な表示（指定告
示）の施行

公益法人会計基準が改正

2004
平16 10 

10

 奈 良  

 松 戸 

健康管理介護金の値上げ（450万円→680万円）と健康管理金
（410万円）・介護金（270万円）へ分離

健康管理介護金を健康管理金（470万円）・介護金（210万円）へ分離

2005
平17 3

4

 本 部 

 本 部 

「ニッセイエデンの園の取組と今後の課題に関する調査研究」を報告

財団本部経理会計システムの完全入替

4

4

個人情報保護法の全面施行

ペイオフ解禁

2006
平18 3 

3

4

6

 本 部  

 奈 良 

 松 戸 

 本 部 

「有料老人ホームの今日的課題と今後の方向性に関する調査研究」を
報告

河合町在宅介護支援センターの収束

一般居室サービス課を新設

平成17年度決算から「法人税等」支払がスタート

2

3 

4 
 
 

5

トリノ冬季オリンピック開幕

日本が初代ワールド・ベースボール・クラシック
優勝国に

改正介護保険法の施行（介護予防の重視、施
設給付の見直し）、改正老人福祉法の施行（有
料老人ホームの規定）、有料老人ホーム設置運
営指導指針の改正

公益法人制度改革関連3法案が成立

2007
平19 2

2

3

3

3

3

4

4 

8

10

10

12

 奈 良 

 本 部 

 松 戸 

 本 部 

 本 部 

 松 戸 

 奈 良 

 松 戸  

 奈 良 

 松 戸 

 松 戸 

 奈 良 

80歳以上年齢別プラン導入（有料老人ホーム）

東京事務所を本八幡から松戸ニッセイエデンの園へ移転

開園10周年

「事業収支シミュレーションに関する調査研究」を報告

京都銀行から資金調達（追加の長期借入）が始まる

ニッセイエデン介護プランセンターを収束

開園15周年

大食堂委託業者を（株）グリーンハウスから西洋フード・コンパスグ
ループ（株）へ変更

大食堂委託業者を（株）グリーンハウスから（株）レオック関西へ変更

入居者互助会の解散

開園10周年記念行事を開催（カルテットコンサート）

ゲートボール場を改修

10 日本郵政公社が民営化

・ 高齢化率が21％超え（「高齢社会」から「超高
齢社会」に）

2008
平20 3

4

4

5

6

7 

7

8

11

11

 松 戸 

 奈 良 

 松 戸 

 松 戸 

 松 戸 

 奈 良  

 松 戸 

 松 戸 

 奈 良 

 奈 良 

デイサービス事業の収束

奈良募集広報室の発足

松戸募集広報室の発足（東京事務所改め）

食費3食2,000円（税別）から2,400円（税別）へ値上げ

松戸共同 WAC 認可

医療介護棟食堂委託業者をエームサービス（株）から日清医療食品
（株）へ変更

デイサービス跡地に一般居室5戸増設

松戸共同 WAC 事業協議会立ち上げ

食費3食1,800円（税別）から2,000円（税別）へ値上げ

一時介護室（静養室）3人部屋の個室化（一時介護室〈静養室〉3室7
床→5室７床）

4

4 

4

8

9 

10 

12

後期高齢者医療制度の開始

「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関
する法律」に改称

特定検診・特定保健指導の実施

北京オリンピック開幕

米・証券会社リーマン・ブラザーズが破綻（リー
マンショック）

南部陽一郎氏、小林誠氏、益川敏英氏の3氏が
ノーベル物理学賞、下村脩氏が化学賞を受賞

公益法人改革関連3法の施行

2009
平21 3

10

10

 奈 良 

 奈 良 

 奈 良 

河合町からの受託事業（デイサービス）を収束

有料老人ホーム入園金価格改定（平均15.6% の引き下げ）

80歳以上年齢別プランの収束（有料老人ホーム）

3

5 

5

9

日経平均株価バブル後の最安値7,054円（終値）

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法
律の施行（法令遵守などの業務管理体制の整備）

裁判員裁判開始

消費者庁発足

年表

財団の出来事 社会・業界の出来事 財団の出来事 社会・業界の出来事
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資
料
編

2015
平27 4

4

6 

8

8

9

11

11

 本 部 

 松 戸 

 本 部  

 奈 良 

 奈 良 

 奈 良 

 本 部 

 松 戸 

再雇用制度の開始

松戸の診療所にもCT を導入

平成26年度決算から一般居室（有料老人ホーム）の償却期間を変更 
（47年→15年）

食費3食2,000円（税別）から2,110円（税別）へ値上げ

ニッセイ・アーク西大和リニューアル（玄関周り）

在宅事業（訪問介護、訪問看護）のサテライト奈良店を閉鎖

財団本部経理会計システムの完全入替

高齢者住宅経営者連絡協議会主催の「リビング・オブ・ザ・イヤー
2015」で優秀賞を受賞

1

4 

4

4

9 

10

相続税の改正（基礎控除の引き下げなど）

改正介護保険法の施行（地域包括ケアシステム
の構築と費用負担の公平化）

高齢者住まい事業者団体連合会が発足

日経平均株価15年ぶりに20,000円台回復

ラグビー W 杯2015がイングランドで開催。 
日本代表は初めて予選プール3勝

大村智氏がノーベル生理学・医学賞、梶田隆
章氏が物理学賞を受賞

2016
平28 9  本 部 財団本部事務所を太融寺町から堂山町へ移転 1

8

10

日銀、初のマイナス金利を導入

リオデジャネイロオリンピック開幕

大隅良典氏がノーベル生理学・医学賞を受賞

2017
平29 3

3 

4

4

6

9

10

 松 戸 

 松 戸  

 奈 良 

 松 戸 

 奈 良 

 松 戸 

 奈 良 

開園20周年

開園20周年記念行事を開催（歌、落語、能楽、クラシック演奏会など
多岐にわたるプログラムを上演）

開園25周年

大食堂の直営化

入居者互助会の解散

開園20周年記念誌発行

男女大浴場を改修

1 

4

改正育児・介護休業法の施行（仕事と介護の
両立を可能とするための制度整備）

改正社会福祉法の全面施行

・ 全国の有料老人ホームは13,525施設、入居
定員518,507人（10月1日時点）

2018
平30 4 

4

4

4 

4

10

10

 奈 良  

 奈 良 

 本 部 

 奈 良  

 松 戸 

 奈 良 

 奈 良 

大食堂委託業者を日清医療食品（株）から西洋フード・コンパスグルー
プ（株）へ変更

食費3食2,110円（税別）から2,123円（税別）へ値上げ

奈良・松戸ニッセイエデンの園と本部の経理会計システムを統合

ニッセイ・アーク西大和の委託先を（株）コナミスポーツクラブからセン
トラルスポーツ（株）へ変更

食事サービス課を新設

介護居室の増室（46→50戸）

奈良ベテルホーム　訪問リハビリテーションの指定事業を取得

2

4 

6

7

10

平昌冬季オリンピック開幕

改正介護保険法の施行（自己負担割合が最
大3割など）

外環道市川北インターチェンジが開通

改正相続法が成立

本庶佑氏がノーベル生理学・医学賞を受賞

・ 平均寿命が女性87.32歳、男性81.25歳と過
去最高を更新。厚生労働省の把握する50の
国・地域の中での平均寿命は、女性が2位、
男性が3位

2019
平31 3  松 戸  理事会にて10月から介護金 (280→400万円）、健康管理金（560→ 

540万円）の水準変更を決議
3 JR 西日本、おおさか東線が全線開業（新大阪

～久宝寺間）

令元
5

7

 奈 良 

 本 部 

奈良ベテルホーム改修刷新

財団設立30周年

・奨学金助成を言語聴覚士にも拡大

5 元号が平成から令和に改元

 

2010
平22 4

8

9

 本 部 

 本 部 

 松 戸 

財団組織改正（部名変更など）

新公益財団法人認定申請

『ニッセイエデン便り』発行

2

6

10

バンクーバー冬季オリンピック開幕

改正育児・介護休業法の全面施行

鈴木章氏、根岸英一氏共同でノーベル化学賞
を受賞

・ 全国の有料老人ホームは4,144施設、入居定
員195,972人（10月1日時点）

2011
平23 9  本 部 新公益財団法人認定を再申請 3

7 

7

10

東日本大震災発生

サッカー女子 W 杯ドイツ大会、日本女子代表
が初優勝

地上デジタルテレビ放送へ移行

改正高齢者住まい法の施行

2012
平24 3

3 

4

4 

5

10 

10 

11

 松 戸 

 松 戸  

 奈 良 

 松 戸  

 奈 良 

 奈 良  

 本 部  

 奈 良 

開園15周年

『週刊ダイヤモンド』特大号の「有料老人ホーム ベストランキング」で全
国1位の評価を得る

開園20周年

食堂委託業者を西洋フード・コンパスグループ（株）からハーベスト
（株）へ変更

20周年記念行事を開催（講演と音楽の集いなど）

介護居室・一時介護室（静養室）の増室（介護居室35→46戸、一
時介護室〈静養室〉5室7床→9室9床）、共用棟一部改修

「松戸市梨香台団地を事例とした高齢者見守り体制の在り方につい
て」の実践的調査研究を開始

共用棟改修（デイサロン万葉、音楽室などの新設）

4 

4 

4 

5

7

10

改正老人福祉法の施行（有料老人ホーム利用
者保護など）

有料老人ホーム設置運営指導指針の改正（一
時金に関する規定など）

改正介護保険法の施行（医療と介護の連携強
化など）

東京スカイツリー開業

ロンドンオリンピック開幕

山中伸弥氏がノーベル生理学・医学賞を受賞

2013
平25 4 

 
 

4 
 
 

4

4

4

5

9

 奈 良  
 
 

 松 戸  
 
 

 松 戸 

 本 部 

 奈 良 

 奈 良 

 松 戸 

老人福祉法改正（平成24.4）を背景に入園金、返還金期間、非返還
割合を改定。返還金期間と非返還割合は平成24年に遡及。入園金
に含まれる介護金（270→350万円）、健康管理金（410→490万円）の
割合を引き上げ

老人福祉法改正（平成24.4）を背景に入園金、返還金期間、非返還
割合を改定。返還金期間と非返還割合は平成24年に遡及。入園金
に含まれる介護金（210→280万円）、健康管理金（470→560万円）の
割合を引き上げ

入園金価格改定に伴い、年齢別入園金プランでの募集を停止

内閣府より公益財団法人として認定

大食堂・医療介護棟食堂委託業者を日清医療食品（株）に統一

大食堂・喫茶ラウンジ・プラザ改修

第二共同墓苑建立

9 2020 年オリンピック開催都市に東京が選出さ
れる

・ 男性の平均寿命が初めて80歳を超える

2014
平26 4

4

4

5

8

12

 奈 良 

 奈 良 

 松 戸 

 本 部 

 奈 良 

 奈 良 

介護老人保健施設、デイケアで新しい浴室オープン

消費税率引き上げに伴う入園金価格の改定

消費税率引き上げに伴う入園金価格の改定

奈良・松戸入居契約書の統一化へ（有料老人ホーム）

介護老人保健施設、入所フロア浴室をリニューアル

第三共同墓苑建立

2

4

10

ソチ冬季オリンピック開幕

消費税が8％に引き上げ

赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏の3氏がノー
ベル物理学賞を受賞

年表

財団の出来事 社会・業界の出来事 財団の出来事 社会・業界の出来事
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編集後記

平成時代が終わり、新元号「令和」がスタートしたその年7月に、ニッセイ聖隷健康福祉財団（以下、財団
という）は設立30周年を迎え、新たな時代に入りました。

これまでの財団における出来事や貴重な記録などを後世に残したいという思いで取り組んだ30 年史の
編集制作でしたが、資料や写真が思いのほか残っておらず、まとめ上げるのに苦労しました。ここに財団記
念誌を無事に刊行することができたことに安堵しています。

編集制作にご協力いただいた数多くの関係者の皆様に、この場をお借りしてまずは感謝を申し上げたい
と存じます。

さて、平成の時代とともに歩んできた財団ですが、その間、成長・成熟・低迷・復活のサイクルを経験し、
最大160億円超もあった借入金残高（期末）を20億円台（現在）まで減少させることができました。現在は、
老朽化しつつある施設の改修や施設の環境整備に努め、次なるステージを睨みながら更なる事業の発展を
目指しています。

振り返れば、私が財団に出向した頃は、松戸ニッセイエデンの園が開園したものの、有料老人ホームの入
居契約が予想外に少なく、入居募集が当時の最大の経営課題でした。それに加え、21世紀は情報（デジタ
ル）化の時代、国際（グローバル）化の時代、高齢化（プラス人口減少）の時代と言われていましたが、世界
においても未知の超高齢化の時代だけは誰も体験したことがなく、将来どうなるのか、とても大きな関心事
だったのを覚えています。

介護保険制度の導入も決まり、異業種から介護関連事業への参入も増え、企業間競争が益々激化する
中、目先の利益にとらわれ信用・信頼を失った企業は、その後、市場からの撤退を余儀なくされていきまし
た。一方、経済環境では、厳しい時代が長く続き、経験したこともない事象がいくつも現れました。財団も当
初想定外の資金不足に陥り、借入金が増加した時もありました。苦しい状況から脱却するため財団収支の
改善プロジェクトを立ち上げたりして、何とか厳しい時代を乗り切ることができました。一人ひとりが必死に
取り組むことで現場との一体感がより強まったように思います。

二つの異なった文化（日本生命と聖隷福祉事業団）が融合する中で、職員同士、お互いを信頼し、勇気を
もって共同事業に愚直なまでに取り組んできたことが財団として今日まで存続できた要因ではないかと考え
ます。不透明な時代を切り拓く先駆者たる法人として、次の時代においても光輝く財団であってほしいとの
願いを込め、編集後記とさせていただきます。

編集委員を代表して
榊原　敬冶


